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開議 午前９時３０分 

 

○議長（管野英美子君） 

  皆様おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて５

０分といたします。 

  なお、質問者は、豊能町議会運営に関す

る申合せ事項の会議規則に係る申合せ事項

に記されているように、通告にない質問は

できません。また、質疑・答弁を合わせて

５０分と限られていますので、答弁者は簡

潔明瞭に答弁をしてください。 

  寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  議長より御指名をいただきましたので、

通告に従いまして質問します。 

  まず、本町の財政健全化に向けた行財政

運営についてであります。 

  本町の財政状況は、監査委員からも非常

に厳しい財政状況にあり、財政調整基金が

枯渇していく課題について指摘されており

ます。今後の本町の人口減少、そして少子

高齢化の進展に伴う福祉などの社会保障関

連経費の支出が増大する一方で、人口と連

動して歳入が減少することが大阪府の中長

期財政シミュレーションでも示されており

ます。 

  また、財政の健全性を判断するための本

町の健全化判断比率と公営企業ごとの資金

不足比率は、いずれもこれまで国が定めた

早期健全化基準及び経営健全化基準を下回

っておりますが、財源不足額を財政調整基

金で補塡して黒字にしており、近い将来財

源不足に陥ることが懸念されている状況と

なっております。 

  毎年、町の基金を取り崩さないと財政運

営ができない状況で、このままでは基金も

枯渇し財政危機に近づいていく状況になる

恐れが指摘されております。 

  このような状況の中で、本町の将来の財

政負担にも配慮しながら財源を必要なとこ

ろに効率よく配分し、住民の満足のいく行

政サービスを提供することが求められてお

ります。今後５年後、１０年後の本町の人

口状況を予測し歳入に見合った歳出を目標

として、次の世代を担う子どもたちに過大

な負担を残すことがないよう将来的に持続

可能な財政を確立し、限られた財源の中で

行政需要に対応して財政健全化に向けて行

財政改革を進めていく必要があると考えて

おります。 

  これから、新年度の予算編成は財政健全

化に向けて重要な一年となります。次年度

の予算編成においても、持続可能なまちづ

くりに向けて施設の統廃合や民間譲渡など、

行財政改革を進めることについて検討して

いく必要がありますが、町民の理解がなけ

れば進められません。 

  今後の基本的な考え方とこれまでの予算

編成に反映された成果を伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  豊能町の財政状況は、主な自主財源であ

る税収が人口減少・少子高齢化により年々

減少傾向が続いており、基金の取崩しによ



 

 2－4 

る財政運営を行っている状況です。財政健

全化に向けて公共施設の再編も含め、行財

政改革プラン２０１９の各項目を進めてま

いりますが、実施に当たっては、現在の豊

能町が抱える財政状況と今後の施設の在り

方について、住民の理解を十分に得た上で

進める必要があると考えます。 

  今後の基本的な考え方につきましては、

行財政改革プラン２０１９の進捗状況や豊

能町の財政状況について、広報とよのであ

るとか町ホームページで周知を図るととも

に、公共施設の再編など特に住民サービス

への影響が大きなものにつきましては、ワ

ークショップや説明会など直接住民の方々

と接する機会を設け、理解を得なければな

らないと考えております。 

  予算編成に反映された結果といたしまし

ては、遊休地の売却や土地開発基金の廃止、

公園樹木の適正規模の検討などの施策に反

映しているところです。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今、特に住民の皆さんがふだん使われて

いる公共施設の再編も含めて、住民の皆様

の理解を得るために周知も図っていく必要

があると思います。 

  予算編成の改革ということなんですけれ

ども、本町にとってこの予算編成改革は、

何を求めて何を達成したときに予算が機能

したと言えるのか、予算では歳出歳入、財

政収支や債務残高の総額について財政規律

が働いているのか、また政策の目的に沿っ

て資源を優先順位の高い分野にシフトさせ

ているのか、予算では限られた資源を最も

経済効率性の高い施策に配分するというこ

とが目的でありますけれども、本町の今後

の人口推計や少子高齢化が進み、先ほど部

長の答弁にもありましたように、少子高齢

化が進むことで社会保障関連経費が増加す

ることが予測されておりますが、今後の予

算編成では政策的な優先度が高いものに重

点的に予算を配分しているのか、予算化し

拡充新規事業や歳出削減について、経常経

費は前年度と比較してどれぐらいの減額を

実施しているのか伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  令和４年度の当初予算につきましては現

在編成作業中でございますが、予算編成方

針を財政再生計画と位置づけ、将来にわた

り持続可能な財政運営、転入の促進を図る

事業、スマートシティを目指したまちづく

りに資する事業を重点方針として現在編成

作業を進めておるところでございます。 

  予算を編成するに当たり、予算編成方針

におきまして経常的な経費につきましては、

一般財源ベースで前年度の９０％を限度と

して要求することとして編成作業を進めて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  予算編成を財政再生計画として位置づけ

てぜひ進めてほしいと思います。 

  行財政改革の先進事例としまして、例え

ば北九州市では、本町と同じように福祉や

医療関係経費の増大と公債費などの財政需

要の増加に行財政改革努力などによって対

応し、比較的健全な財政運営を行ってきた

とされておりましたが、２００５年度の普

通会計決算で義務的経費比率が41．５％、

実質公債費比率が11．６％が北九州市では

政令市で最も低いなど、２００６年時点で

は相対的に健全な財政需要を保っていたの

ですが、２００４年から２００６年度に実
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施された三位一体改革によって、地方交付

税とその代替財源である臨時財政対策債が

この間に２８０億円の大幅な減少となり、

市税の伸びも期待できない状況で、歳出面

では公債費や扶助費、福祉・医療関係費な

どの繰出金の増加が避けられない見通しで、

何らかの行財政改革を行わずに２００６年

度と同程度の予算を続けた場合、２００８

年度には基金残高が枯渇するとともに、大

幅な収支不足が発生するという試算が北九

州市の中期財政見通しで示されておりまし

た。 

  そこで、２００６年１２月に北九州市経

営基本計画が策定され、４年間の集中改革

期間に改善をし、基金の取崩しに頼らない

健全で持続可能な財政運営を確立すること

が目標として設定されました。 

  財政の中長期の基本計画では、歳入と歳

出のギャップを解消するための改善方針と

して、財源調達の多様化や柔軟性に富んだ

運営体制の再構築、公共投資の重点化と抑

制や戦略的予算編成システムの構築という

方向性が示されていたのですが、この戦略

的予算編成システムは成果重視の予算編成

を目的としており、北九州市では収支改善

を発生するために事業の抜本的な見直しを

行い、限られた財源のより一層の重点配分

を行い、より効率的な予算編成につなげて

おりますので、本町もぜひ他市の先進事例

を参考にして、今後行財政改革に取り組ん

でほしいと思います。 

  予算編成過程で各事業の実施状況や成果

の再確認を行い、必要な見直しや検討内容

をチェックする方法など、実施した事務事

業の縮減・廃止等の検討状況について伺い

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  各事業の実施状況や成果につきましては、

決算時に作成しております主要施策成果報

告書により、課題の整理や問題解決の方向

性を明確化し、次年度の予算編成に反映す

ることとしております。 

  これに基づきまして、令和４年度の当初

予算編成作業におきましても、令和２年度

の主要施策成果報告書を活用し、現在行っ

ている事業の見直しを進めているところで

す。 

  令和４年度の当初予算編成に際しても、

選択と集中の観点から基礎自治体である豊

能町が本来実施すべき事業であるかどうか

を一から検討した上で、真に実施すべき事

業のみに精査するよう指示しているところ

です。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  ぜひ選択と集中の観点で、次年度予算編

成改革に取り組んでほしいと思います。 

  横浜市では２００３年度からメリットシ

ステムというものを導入しておりますが、

このメリットシステムでは事業執行におけ

る工夫や新たな財源額保によって予算の節

減が認められた場合に、その取組内容に対

する評価に応じた財源配分額を節減の工夫

を行った部局の翌々年度の予算に上乗せさ

せる取組で、２０１０年度に２３の対象事

業から歳出削減及び財源確保の効果額が、

合計１億3,１５５万円となっています。 

  この横浜市の事例のポイントは、創意工

夫の度合いはひらめき度、行動力・実行力

は頑張り度、コスト削減と市民満足度の両

立の評価は満足度、町内への波及効果を評

価する広がり度、翌年度以降の予算削減・

財源確保への反映はつながり度などの評価

基準、様々な多角的に評価して行動力や市
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民満足度などを予算編成改革に生かして取

組を進めております。 

  今後の本町の人口減少や財政状況を考え

ると、より一層の事業の見直しなどが避け

られません。さらに既存事業の整理も求め

られてくると思われます。 

  先進自治体の例を見ますと、事業の成果

を明らかにし見直しや改善につなげること

を目的としており、目標や事業内容、経費

のほか、達成度見直しの余地・改善を含め

た今後の方向性などを整理し、外部評価を

行って結果を公表することで優先度を決め

た理由を町民と共有し、公平・公正でより

効果的な改善につなげている自治体もあり

ます。 

  本町の事業評価について、検討状況と今

後の対応を伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げました主要施策成果報告

書は、事業評価として作成しておりまして、

豊能町の全事業の課題整理や課題の解決の

方向性を明確にしたものでございます。 

  これは事業評価主要施策成果報告書とし

て町のホームページ上で公開しており、住

民と情報共有を図っているところです。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今後は予算編成改革を進めていく上でも、

先ほどの横浜市の事例のような、創意工夫

をした多角的に評価していくっていうこと

を本町の予算編成改革でも取り入れてほし

いと思います。 

  一般的に投入志向と成果志向の予算編成

がありますが、投入志向の予算は実施した

場合の成果が何なのか、どこまで達成する

のかという視点がなかなか見られないため、

何を成果として、成果目標値を定めなけれ

ば予算執行した後の改善や改革が必要な状

況でもその論拠が不明となるのですが、一

方で成果志向の予算編成では、成果重視に

転換することで改善や改革を進めやすくな

ります。 

  成果志向の予算編成のツールは、投入情

報や成果情報を一覧することのできる行政

評価を通じて検討した事務事業の成果向上

や、達成のための改善・改革案を予算要求

し進めることとなりますが、行政評価の導

入率も年々増加している状況で、特に埼玉

県の秩父市では、この評価シートに改善や

改革案の中で予算要求を必要とする事項の

翌年度に取り組む具体的な改善内容や改革

内容等、新たに必要・不要となる予算額が

記されている改善調書として具体的に記述

されて行財政改革を進めていますが、本年

度に策定する方針の行財政改革推進に係る

基本計画のスケジュールと中長期財政計画

の策定方針や考え方について伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  行財政改革につきましては、本町におき

ましては現在行財政改革プラン２０１９を

実施しており、その進捗状況を住民の皆様

にお知らせすることで行財政改革を進めて

いる状況をお知らせしているところでござ

います。 

  中長期財政計画につきましては、当初予

算の編成が完了後、毎年３月に財政推計と

いう形で作成し、議員の皆様はじめ、広報

とよのでもお知らせしているところでござ

います。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 
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○５番（寺脇直子君） 

  現在、行財政改革２０１９を実施してい

るということですけれども、この中長期財

政計画というものは確かに財政推計を毎年

示していただいているんですけれども、財

政調整基金が枯渇して財政が厳しい自治体

では、財政推計だけではなくこの中長期の

財政計画を策定して改善しています。 

  中長期財政計画は、この計画を立てます

と複数年計画数値から乖離してきた場合も

軌道修正ができて財政規律を堅持すること

が可能となり、現実的な財形目標値が設定

されていることや実施計画事業費と行財政

改革計画値が財政計画の中に盛り込まれて

いることなどが必要になります。 

  ２００４年から２００６年に三重県の四

日市市の財政指標と達成目標では、財政の

健全化は実質単年度収支の３年間累積額が

２００６年までに黒字化することや、経常

収支比率が３年間で6．９％低下すること、

そして、財政の平準化では財政調整基金残

高を２００３年の１４億円から２００６年

は３０億円を目標とし、そして将来負担の

軽減については地方債残高の減少など、フ

ローの指標やストックの指標に分けて達成

目標値を設定し行財政改革に取り組んでい

ます。 

  四日市市の事例は、実施計画の進捗と中

長期の財政計画を策定し行財政改革に取り

組んでいるんですけれども、本町の少子高

齢化に伴う社会保障関連経費の増加が見込

まれる中、財政調整基金を取崩し残高も減

少しており、非常に厳しい財政状況です。 

  本町の予算編成における基本方針として、

新たな社会に向けた改革・持続可能な発

展・成長する豊能町のまちづくりを進める

ためには、厳しさを増す財政状況を打破す

るための行財政改革の推進について、町民

の安心・安全のためにどのように事業選択

し、デジタル化などの改革を進めていくの

か伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  行財政改革の推進につきましては、豊能

町行財政改革プラン２０１９に掲げた項目

を進めていき、歳出の削減及び歳入の増加

を行い、安定的な財政運営を行う必要があ

ると考えております。 

  デジタル化などの改革につきましては、

国のデジタル庁が設置され、地方公共団体

に対してのデジタル化も急速に進んでくる

ものと考えております。 

  本町におきましては、職員数も限られて

おり大変難しいものではありますが、今後

ＤＸに向けての取組について１１月に豊能

町スマートシティプロジェクトがスタート

するなど、大阪府スマートシティパートナ

ーズフォーラムと連携して取り組んでいる

ところでございます。 

  今後そういったことも含めまして、官民

でより強力して取り組んでいく必要がある

と考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  ぜひＤＸを進めてほしいと思います。 

  先ほど部長の答弁にスマートシティプロ

ジェクトというお話がありましたけれども、

私も先日、豊能町スマートシティプロジェ

クトでＩＯＴ機器などを活用した高齢者や

子どもの見守りサービスや地域通貨、遠隔

診療、無人走行バスなどの取組を伺いまし

た。 

  今後もサイバー空間と現実空間を融合さ

せるシステムにより、経済発展と社会課題

を解決していくソサイエティ5．０時代に対
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応したスマート自治体への転換を進めて、

ＩＯＴやＡＩ・ＲＰＡによる先端技術を活

用することで、行政手続を容易に行えるデ

ジタル環境も構築することが可能となると

思いますし、職員の事務作業の効率化も実

現を目指す必要もあると思います。 

  町のこのＤＸを推進して、住民の利便性

向上と事務事業の効率化を実現し、本町で

もＩＣＴを活用した様々な行政改革の手法

の研究や検討を行ってほしいと思います。 

  厳しい財政状況の中で、歳出面において

は既存事業の必要性や効果をゼロベースで

検証し、歳入面では経済構造の好循環の実

現、遊休資産や各種基金の利活用による行

政プロセスの見直しを行い、業務の効率化

と町民サービスの向上の両立を図るととも

に、中長期にわたるコスト削減をどのよう

に図っていくのか伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  本町の予算は、全ての予算を事業ごとに

分類する事業別予算として編成をしており

ます。それらの事業を決算のときに評価し、

事業評価主要施策成果報告書を作成して課

題を整理し、その解決方法を検討し予算に

反映させることにより、予算編成と事業評

価が連動したＰＤＣＡサイクルにのっとり、

予算編成を行っているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  ぜひ行財政改革を進める上でも、このＰ

ＤＣＡサイクルも含めて引き続き取組を進

めてほしいと思います。 

  寝屋川市では、収入の減少や扶助費の増

加等赤字体質が続いたことにより、寝屋川

市行財政改革として簡素で効率的な行財政

システムの構築を基本目標とする行財政改

革を策定し、行政サービスの効率化として

経費の軽減やサービス向上の観点から直営

の見直し、外部委託、民営化などそれぞれ

の手法を踏まえた状況に応じて手法を見直

し、３年間で４１億円の財政効果を上げて

います。 

  また、先ほどスマートシティのお話があ

りましたけれども、例えば本町の戸知山も

人を呼び込むまちづくりとしてぜひ活かし

てほしいと思います。豊能町近辺でも、最

近は非常にキャンプもはやっておりますの

で、このコロナ禍の時代に戸知山は有効活

用できる可能性を秘めていると思っており

ます。 

  政策効果が乏しい歳出は徹底して削減し、

政策効果の高い歳出に転換していくワイ

ズ・スペンディングについて、具体的な数

値目標を伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  ワイズ・スペンディングとは、先ほど議

員がおっしゃったとおり、政策効果が乏し

い歳出を徹底して削減し政策効果の高い歳

出に転換するものであり、歳出の内容を前

向きにふだんに見直すことが求められると

いうことであると考えております。 

  本町におきましては、現在ワイズ・スペ

ンディングにおける数値目標というものは

設定しておりませんが、今後、他市町村の

取組事例などを調べてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  財政の健全化については、先ほどの四日

市市や北九州市など、寝屋川市もそうです
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けれども、行財政改革の先進事例の自治体

をぜひ参考にしてほしいと思いますが、こ

の経常収支比率の改善や公債費負担比率の

抑制、そして地方債残高の改革目標年度や

目標値、そして予算額を幾ら抑制するのか

など、四日市や北九州市、寝屋川市、行財

政改革計画値、目標値を必ず具体的に掲げ

ております。 

  本町の次世代の子どもたちにとって、住

み続けられる持続可能なまちに向けて、ぜ

ひ本町もこの行財政改革の取組を進めてい

る先進事例を参考にして取組を進めてほし

いと思います。 

  財政調整基金は財源不足に対応するため

の貯金としての性格を有しており、一般的

には標準財政規模の１０％程度が必要とさ

れておりますが、本町に当てはめた場合ど

の程度必要なのか伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  本町の令和２年度の標準財政規模は４７

億7,７４８万２,０００円でありまして、標

準財政規模の１０％という額になりますと、

４億7,７７４万8,０００円となります。 

  ちなみに、本町における令和２年度決算

時の財政調整基金残高は１４億2,９２１万2,

０００円となっております。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  今の本町の標準財政規模約４７億に対し

て、標準財政規模の１０％となると約４億

必要だと、財政調整基金は本町には約４億

置いとかないといけないという答弁であり

ましたけれども、令和２年度の決算が財政

調整基金の残高が１４億ということですの

で、あと１０億円ぐらいしか実際のところ

財政調整基金が残っていないという答弁を

今伺ったのですが、本町は今後少子高齢化

によって歳入が減少する一方で、超高齢化

社会の進展に伴う福祉・医療費の増加など、

社会保障関連経費の歳出の増加も予測され

ております。 

  その中で監査委員からも指摘があります

ように、財政調整基金を取り崩して黒字に

している状況で収支不足を抱えている状況

でありますけれども、本町の今後の超高齢

化社会の進展によって、福祉などの社会保

障関連経費が増加することが見込まれるこ

とが予測されており、このまま放置した場

合には財源不足を補塡する、先ほどの答弁

でもおよそ１０億円という財政調整基金が

どんどん枯渇していって赤字が拡大しかね

ない状況になると懸念されておりますが、

そこで質問しますが、この行財政改革計画

は収支均衡を図ることが最優先になります

けれども、健全な財政運営を維持していく

ためには財政調整基金の積立ても必要であ

ることから、その積立てについてどのよう

に検討しているのか伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  財政調整基金につきましては、年度によ

って生じる財源調整を行うために、財源不

足については取崩しを行い、財源に余裕が

ある場合には積立てを行っております。 

  現在の豊能町の財政調整基金の状況は、

前年度の繰越金の２分の１の金額の積立て

を行っております。ところが残念ながら、

平成29年度からは財源不足のため積立金額

より取崩し金額のほうが上回っている状況

でございます。 

  今年度からは、前年度の繰越額を積立金

として決算数値に反映できるよう、前年度
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繰越金の全額を積み立てる方向で今回の補

正予算において予算計上しているところで

ございます。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  財政調整基金は今部長の答弁にありまし

たように、繰越金で全額積み立てるという

ことを考えておられるということですけれ

ども、やはり行財政改革によっても財政調

整基金に積み立てていくということをぜひ

取り組んでいただきたいと思います。 

  財政調整基金は、また財源不足もそうで

すが不測の事態に必要となる基金ですので、

今後この本町の財政推計だけでなく、先ほ

どの四日市市や寝屋川市のような先進事例

のように、中長期の財政計画を策定して歳

入や歳出を合わせて収支改善対策を目指し

てほしいと思います。 

  本町の超高齢化社会の進展によって今後

扶助費が増加し続けるなど、義務的経費の

増大が今後も本町の財政を圧迫することが

予測されております。この扶助費の増加を

例えば物件費の抑制などによってカバーす

る必要もあると考えますし、今後の高齢化

社会の進展に伴う財政需要にも備えて、将

来にわたって次世代の子どもたちにも持続

可能で安定した財政を確立していく必要が

あると思いますが、次年度当初予算編成方

針について、財政健全化指標は前年度数値

よりも改善しているのか伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  財政健全化指標につきましては、令和２

年度の決算状況の数値では、実質赤字比率

につきましては実質収支が黒字であるため

比率はございませんでした。連結実質赤字

比率につきましても、同様に黒字であるた

め比率はございませんでした。実質公債費

比率でございますが6.３％、将来負担比率

につきましては、将来負担額より充当可能

財源が多いため比率なしとなっております。 

  令和４年度の当初予算につきましては現

在編成作業中でございますが、財政健全化

指標につきましては決算処理完了後に策定

するものでございます。一般会計だけでは

なく、特別会計であるとか一部事務組合等

の数値も反映されますので、予算編成の時

点で数値を確定することは難しいと考えて

おります。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  財政健全化指標が令和２年度決算では実

質収支が黒字で、特に実質公債費比率が6.

３％と将来負担比率はなしということで、

この将来負担比率がマイナスであるという

指標は将来的に何かしらの投資をしていけ

る可能性を秘めているというふうに思いま

すので、ぜひこの財政健全化指標について

も、前年度数値よりも少しでも改善してい

けるように取組を進めてほしいと思います。 

  また、先ほどの質問にもつながりますけ

れども、中長期の財政計画や行財政改革は

具体的な目標や具体的な数値目標というも

のも重要になりますので、引き続き前年度

数値とも比較して取組を進めてほしいと思

います。 

  今後起債や基金の取崩しについて、個々

数年は起債や基金に頼らない予算を執行し、

将来的な事業も見据えた上で本町の起債残

高や償還額の推移、基金残高などを中長期

的に把握する中で財政健全化指標を改善し、

人口減少対策を最優先課題として戦略的に

予算編成を示していくことが重要だと考え

ますが、どのように検討しているのか伺い
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ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  今後、小中一貫校の整備やインフラ設備

の更新などを実施するには、資金面である

とか後年度の世帯との経費分担という考え

方から、地方債の借入れは避けることがで

きないと考えております。 

  地方債を借り入れる際につきましては、

交付税措置のある地方債を中心に借入れを

行い、将来の負担が少ない方法によりまし

て借入れを行いたいと考えております。 

  令和４年度の当初予算編成方針において

は、事業の統廃合や計上事業の見直しなど

により経費の削減に努めるとともに、転入

の促進を図る事業、スマートシティを目指

したまちづくりに資する事業など、魅力あ

ふれるまちづくりを目指して予算編成を行

ってまいりたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  本町は小中一貫校も進めておりますので、

地方債も借り入れていくということですの

で、この起債残高や償還額の水位、それと

財政調整基金の残高を中長期的に把握して、

この財政健全化に向けて進めてほしいので

すけれども、この予算編成の総額は財政収

支だけでなく債務残高も含めることを考え

ますと、各年度の予算総額の上限に加えて、

先ほどの小中一貫校の地方債も含めて、地

方債残高の目標値なども今後複数設定する

必要があると思いますし、先ほどの四日市

市の事例では、財政の健全性と弾力化、平

準化そして将来負担軽減の４つの視点から

指標と目標値を設定しています。 

  特に地方債残高は、本町においては小中

一貫校などの投資的経費の総額にも関わっ

てくるため、予算編成方針における最重要

事項であると思います。 

  四日市市の事例は、実施計画事業費の合

計額と行財政改革計画の効果額がこの中長

期財政計画に記されておりますので、また

北九州市の財源配分方式は、北九州市全体

の経費削減に効果があったとされており、

基金が底をつき財政が破綻するという最悪

の事態を避けることができた要因の一つと

して寄与したものとみなされております。 

  大阪府下でもトップレベルの高齢化率の

本町は、社会保障関連経費などが増加する

傾向にあるため、今後人件費や物件費を改

善していく必要があると考えますが、今後

の改善策について伺います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  人件費や物件費につきましては、本町特

有の地形、人口の割合などによりまして、

東地区と西地区と同じ行政サービスを提供

していることなどが原因と考えております。 

  今後は、公共施設の統廃合などを進める

こと、複合化・統廃合により適正な人員配

置を行うことにより、人件費・物件費を改

善していく必要があると考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  寺脇直子議員。 

○５番（寺脇直子君） 

  確かに部長の答弁にありますように、本

町は確かに特有の地理的な東地区と西地区

が分かれておりまして、同じ行政サービス

を行っているという地理的な条件が他市町

村とはかなり違う部分があると思いますの

で、その辺りでの人件費や物件費、そのほ

か一部事務組合も含めてたくさんあるとは

思うんですけれども、改善していく方法と
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して、一つは個別施設ごとに貸借対照表や

損益計算書で評価して個別事務事業の見直

しに生かすことや、類似団体と比較してど

の分野にどのように本町は支援配分してき

たかを確認して、今後の中長期的なビジョ

ンを考えることに活用することも必要だと

思いますし、また本町の過去数箇年の性質

別財政支出の推移や類似団体との歳出構造

の違いと原因、また歳入についても同様に

分析することで、本町の強みや弱みの把握

に役に立つと思います。 

  本町の将来を考える上で、予算編成の改

革については先ほどの答弁にありました実

質赤字比率や公債費比率などの４指標のみ

ならず、この個別事業の見直し、先ほど申

しました様々な手法で取組を進めることも

必要だと思います。 

  また、社会保障関連経費や高齢者医療な

ど超高齢化社会を迎える本町は、高齢者に

関する費用を削減することはなかなか難し

い状況だと思いますので、先ほども申しま

したように類似団体と比較して、人件費・

物件費・補助費などが高い状況を見直すこ

とや、大阪府の財政シミュレーションでも

人件費が約１９億円、物件費が約１０億円

の令和元年度は決算となっておりますので、

ぜひこのような細かい投入についても見直

しを進めてほしいと思います。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で寺脇直子議員の一般質問を終わり

ます。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は１０時３０分といたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  おはようございます。 

  議長より御指名をいただきましたので、

一般質問をさせていただきます。理事者の

皆様におかれましては、どうかいつもどお

り簡単明瞭な答弁のほどよろしくお願いい

たします。 

  大変申し訳ございません。通告に従わず

に、先に下の５項目め、４項目めという形

で質問をさせていただきますのでお願いい

たします。 

  ５項目の町長の考える議会の運営につき

ましては、昨日本会議において町長のほう

から謝罪をいただきましたので多くは問い

ません。 

  ただ、今年１０月９日にＪＲ茨木駅近く

で開催された維新の演説会の中でこうおっ

しゃっています。最大会派である維新、改

革をしていこうとする維新に全てが反対さ

れたと。民意が全然反映していないという

のが今の議会、豊能町議会のことをおっし

ゃっているんですけど、流れから言えば。 

  私自身ちょっとあれと思うのは、なぜ維

新の方針を全て受け入れることが町長の考

える民意なのか、その辺り短くて結構です

ので、ぜひお気持ちを聞かせていただきた

いと思いますのでお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。 

  私の過日の応援演説につきまして、極め

て不適切な表現がございました。改めまし

て、議会並びに議員の皆様の信頼を損ねる

結果でございます。訂正し深くおわびを申

し上げたいと思います。 

  今、御質問をいただきましたそれぞれの



 

 2－13 

方々、有権者の方々はたくさんいろんな御

意見をお持ちでございます。したがいまし

て、秋元議員が今おっしゃられたように、

私は維新ですけれども、維新に賛成しない

とそれが民意に反映されていないのか、そ

ういうことでは全くございませんで、それ

ぞれの方々がそれぞれ信託をされた議員の

皆様に投票をされるということでございま

すので、１００％賛成しないと民意が反映

されていない、そういうような意味ではご

ざいません。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  私の文面、意味の分析の仕方かもしれま

せんけど、そのようには捉えられないんで

すね、やっぱり。だからあれっと。日頃町

長といろいろお話しさせていただきますけ

ども、その町長の日頃のいろんな御様子な

んかすると、いかにも維新に賛成しなけれ

ば民意じゃないという、それがまた多くの

誤解を生んだかもしれませんけども、単に

やっぱり言い間違えたとか誤解を生みやす

いという言葉ではないような気がいたしま

すので、まず今後気をつけていただきたい

と思います、これは。 

  町長も御自身十分いろんな形でお考えに

なっていると思いますが。それで、また議

長選挙で維新が８対４で負けた、豊能町議

会は民意を反映していない、ここも同じよ

うにおっしゃったんですよね。 

  議長は個々の議員の投票で決まります。

それを古い議会、保身、民意が反映されて

いないとするのは議会に対する侮辱だし、

民主主義から逸脱していることは、もう十

分今回いろんな謝罪を聞かせていただいて

お感じになっていると思います。 

  でも、なぜこのような発言をしてしまっ

たんでしょう。日頃そういうふうに思って

らっしゃったのかな。ちょっとその辺りを

お聞かせください。 

  もう既に問い詰めた件、責任を問うじゃ

なくて、私自身がやっぱりちょっとなぜか

なという疑問からも質問ですので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  謝罪をさせていただものも事実でござい

ます。 

  今、なぜそういうような発言をされたの

かということでございますけれども、私も

これまで議会というのは、二元代表制の下

でそれぞれの住民の代表者であるというよ

うなことは、十分明確に確認をしながらし

ているところでございます。 

  この発言に関しまして、本当に議員がお

っしゃられるように議員の皆様の信頼を損

ねたということで、深くおわびを申しあげ

る次第でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  議員に対する信頼を損ねただけじゃなく

て、町長に対する御自身の信頼も損ねてい

ますので、やはりこの後、本当に慎重にい

ろんなことに対応していただきたいと思い

ます。 

  この件はこれで終わらせていただいて、

４項目めに入らせていただきます。ちょっ

と順番申し訳ありません。 

  ４項目めです。木代の地区の緑地保全地

域についてです。 

  これは、昨年６月議会で質問をさせてい

ただきました。私自身はそれ以上を問うつ

もりもなく担当者にお任せしたんですけれ

ども、今年の８月に元町長のチラシがご隠
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居さんと熊さんのからくち問答で、『秋元

議員のあきれた発言』を読み、改めて何点

かお尋ねをさせていただく必要が出てきま

したので、今回質問に挙げさせていただき

ました。 

  このチラシに、残土処分行為が拡大する

おそれがあるため指定したと書いてありま

す。まずこれは事実かどうかということな

んですが、私の知っている範囲では、残土

処分の申請手続をしている最中に豊能町が

大阪府に指定を申し出たもので、仮に違法

行為に当たるケースであれば当然許可は下

りなかったと思います。 

  またこの当該者によりますと、残土処分

については町から考え直してほしいとか、

そういった依頼なり話合いは一切なかった

と。 

  非常に、これは思うに一体町は何をもっ

て残土処分が拡大するおそれがあるとした

のか。その根拠をお尋ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。 

  それでは、先ほど議員御質問の環境保全

地域ということでの指定ということであり

ましたけど、正式には緑地環境保全地域と

いうことで、当時７年前の平成２６年度に

なるんですが、当時本件・土地につきまし

ては、茨木のほうになりますが府立自然公

園に隣接しておりまして、そのときに建設

発生度等の大規模な埋立て工事地との間に

位置されておったと。当該土地については

一体的に里山の自然が残されておりまして、

住宅地にも近く地域住民の声としても良好

な自然環境の保全が求められる中、本町と

しても本件・土地の自然環境を保全する必

要があったためということで、当時大阪府

知事に対して当該指定をするように申し出

たということでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  何か、町自ら墓穴を掘るような答弁をい

ただいちゃってどうしようかと思っている

んですけどね。 

  ということは、今後こういった可能性が

ある、要するに憶測・推測ですがね。しか

も茨木の自然公園に近いっていうけど、今

は後ろからやじがありましたように隣接、

距離があります。しかもこの所有者は、そ

のところでも所有地を持っています。では

つじつまが合わなくなるんですね。 

  何を言いたいかといえば、憶測・推測を

もって残土処分が拡大するおそれがあると

して保全地域にしたのであれば、営業妨害

に当たる可能性が出てきます、危険性が。

ですから、よっぽど慎重な答弁をしていた

だきたい。これはお願いで終わらせます。 

  それで町は今も言いました、平成２６年

９月付で大阪府に申請、届け書を出してい

ます。そこでは対象区域を当該地域を含め

てここから７ヘクタールとしています。と

ころが、そこには地図はあっても場所は明

示されていません。ここも調べて見ました

けど。その二日後、今度大阪府が６月１１

日付で町に出した確認資料がございます。

ここには当該地を縮小した、保全地域指定

地を4.７８に縮小して明示した地図が添付

されています。御存じだと思います。 

  二日あれば測量して図面を作成すること

ができるのかもしれませんけれども、ここ

の所有者、当該者ですけども、残土処分に

向けて自分が提出した図面を府が豊能町が

無断で使っていると言っています。でもそ

れが事実なら、府あるいは町、またまた法

に抵触するような行為になってしまいます
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ので、そこの図面は町が作成したものかど

うなのか、これですが。町が作成したのか

どうかお尋ねします。 

  これはこうやって豊能町木代地区、大阪

府緑地環境保全地域保全計画書で情報公開

した中で、インターネットでも集められま

すけど出てきたもので、この地図というの

は町が作成したのでしょうか。お尋ねしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えします。 

  先ほど議員のほうから木代地区大阪府緑

地保全環境保全地域、こちらの図面になる

と思いますけども、こちらのほうにつきま

しては大阪府のほうが作成したものでござ

います。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  さっきお話ししましたように、当該者は、

これは俺が残土処分行為手続のために作っ

た図面だと言っています。非常にそこは行

き違いがありますので、この際大阪府に、

町のほうからいつ当該地を測量を実施して

図面を作成したのか、またいつここにいろ

んな建物の景観、こんな植物だのいろいろ

大阪府は述べていますけども、その生態調

査をされたのか、とっても大事なことにな

りますのでこの際きちんと確認されていた

ほうがいいと思いますので、お願いいたし

ます。これは要望です。 

  それでまたこのチラシに、これですけれ

ども、制度上地主に指定の了解を得るとい

うものではないと書いてあります。要する

に、緑地環境保全地域に指定するのには地

主の許可は要らないんですよと書かれてい

ますけど、まずこれは事実ですか。私はち

ょっとそこが不勉強なものですので、教え

てください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  はい、お答えいたします。 

  議員おっしゃったとおり、地権者への了

解は条例上不要でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  また、指定された場所は里山の景観を有

し、付近の住民から自然環境を保全しこれ

以上残土処分がでないように強い要望が出

てるのじゃとも書いてあります。 

  大阪府も本地域を開発から守り、本来の

里山の景観を維持するとともに、付近住民

の生活環境を守るためにも重要だとしてい

ます。非常にありがたい町と大阪府の対応

だと思います。 

  ですが、それならばなぜ大阪府は当該者

の地続きで所有している山林を指定しない

のか。ここを見ていただけますか。町が指

定しているのはここです。ほとんど土と岩

とそこを保全地域に指定して、その隣にあ

る山は無視、しかもこの山の向こうにさっ

き言った大阪府の公園がある。どうもつじ

つまが合わないんですね。 

  いろいろ私なりに調べた結果、町も一緒

なのか大阪府なのか分かりませんけども、

残土処分の許可が下りる前に短時間で保全

地域にしてしまった。しようとした結果、

さっき言いましたつじつまの合わないこと

が出てきているんじゃないかなという懸念

をもっております。 

  それで町のほうには、付近住民からこれ
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以上残土処分が出ないように強い要望が出

ていたからだとしていますので、それに関

する資料などはきちんと保存されています

か。お尋ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  当時の資料等につきましては、本町のほ

うの条例の保存年限の規則等もありますの

で、その中の範囲の中で資料等は存在して

おると思います。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  このさっき言いました岩と土のこの土地

の中には、かつて町が開発してそして養鶏

場を営むことを条件に民間に払い下げた土

地がございます。 

  この場合は地目は山林であっても、法務

省では既存宅地として扱っておりとなると、

本来環境保全地域に指定することはできな

いんじゃないかなと私は思っているんです

ね。この点いかがですか。これは私の勘違

いなのかどうか、所有者の同意がなくても

今回のように指定できるのかどうかお尋ね

します。既存宅地の場合です。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員おっしゃるように、宅地であればこ

ういった環境保全地域、緑地環境保全地域

に指定することはできません。できないと

思っています。 

  今回のこの当該地につきましては、税務

課のほうからちょっと資料等を入手してお

るんですが、その中では令和２年８月２１

日時点の登記申請書が税務課のほうで保管

されておりまして、それを見ると、その当

該地については養鶏場も含めて全て山林と

いうところでの地目でございました。 

  ただ税務課で確認したところ、現時点で

はその部分については雑種地ということで

なっておるということで聞いております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  いずれにしてもあれですね。平成２６年

で既存宅地、要するに保全地域として指定

できないのにしてしまったということは事

実ですよね。お答え願います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  すみません、お答えいたします。 

  先ほど答弁したとおり、当時７年前です

と令和２年８月２１日現時点でも山林とな

っておりましたので、本当該地につきまし

ては緑地環境保全地域には指定できるとい

うことで認識しております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  豊能町が開発して養鶏場にしたようなこ

と、条件に払い下げた土地でも指定できる

っていうことで理解させていただきます。

よろしいですね、はい。 

  では、このあとこの既存宅地はちょっと

税務課で調べたんですが、野球場のような

施設が整備されて、また１００人規模の宿

泊施設の建設準備に入っているようです。 

  今お話しにありました、条例で決められ

た範囲内での事業だと思いますが、さらに

膨大な土の排出計画もあるようです。ここ
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にあるこの一点じゃなくて、この全体です

よ。町が保全地域に指定されたこの地域か

らの膨大な４万平米だったかな、私はちょ

っと想像もつきません。４万リットルでし

たかな、ちょっと想像がつきませんけども、

要するに膨大な計画があるようです。 

  それでね、大阪府は指定された土地でも

知事の許可があれば土砂の形質の変更、土

砂の採取ができるとしていますので、今後

どういうふうにいくのか、情報は入ってい

るのかもしれませんけども分かりません。 

  それで私自身は、このことに関して特に

ことを荒げたいつもりはない。正直言って

町のやっていることはおかしいんじゃない

かっていうのが何点もあります。でも事を

荒立てるつもりは全くない。それはなぜか

といえば、やっぱりその解決に向けて町と

この土地の所有者とで、やっぱりお互いが

納得のいくように話し合っていただきたい

と思います。 

  今回は最初からそのつもりで前回も質問

させていただきましたけど、今回はいみじ

くもこうやって出てしまったので、これは

このままじゃまずいし、逆にこれ読んで幾

つかの疑問が出てきたので質問させていた

だきましたけれども、元の私の質問の思い

はそうですので、今後どうか所有者とうま

く解決に向けてお話を進めていただきたい

と思います。また、そうしていただいてい

ることかと思いますのでお願いいたします。 

  以上でこの質問を終わります。 

  では次に、１の質問から入ります。 

  交通の問題です。豊能町の高齢化率は約

５０％となりました。町は外出者の外出支

援に向けておでかけくんを運行しています

けれども、利用できる人は法的に介護保険

認定者・支援者・福祉手帳一般の交付者に

限られています。 

  介護保険を使ってない高齢者は８０歳、

９０歳になっても自力で行くしかない。そ

のためには運転免許の返納をしたくてもで

きないというケースが出てきています。こ

の件は違った提案をさせていただきました

けども、今回は国土交通省のほうで２０１

８年から高齢者の外出支援に向けて、最高

時速２０キロ未満の電動カートですとか小

型バスを使ったグリーンスローモビリティ、

略してグリスロというようですけれども、

の実証調査支援事業を展開しているようで

す。 

  実際、東京の町田市の鶴川団地も坂道が

多いところらしくて、高齢者の買物難民対

策として週３日ボランティアによるドア・

ツー・ドアの送迎サービスをこの電動カー

トを使って実施しています。 

  どうも大阪府内でも河内長野市とか取り

入れていると聞いておりますので、身近に

そういったケースがあるならば豊能町とし

ても是非このグリスロを導入していただき

たいと思いますが、検討されたことはござ

いますでしょうか。お願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  おはようございます。 

  急速な高齢化を迎える中、全国的にそれ

ぞれの自治体の特性に合った地域公共交通

の在り方を模索されている現状がございま

して、既存路線やダイヤの見直し、デマン

ド型の多様な移動サービスの導入など、地

域公共交通ネットワークの再構築に取り組

んでいかなければいけないというふうに認

識をしております。 

  本町におきましても、高齢化が進む中、

新たな移動手段について考えるとともに、

丘陵地の住宅団地が抱える問題に対し、ス

マートシティの取組の中でグリーンスロー
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モビリティがどのように役立つかを研究し、

自宅から最寄りのバス停や目的地までの移

動手段として、その可能性を現在検討して

いるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。この後にリレー

便のことですとかそういった質問をさせて

いただこうと思っていましたけど、今検討

されているということですし、またいつだ

ったかな、昨年の１２月議会だったかしら、

やっぱり同じ質問をしたときにラストワン

マイルについて触れられていますね。私自

身はまたこれはどのようなものか調べきれ

ておりませんし、またそのあと、公共バス

の運行については町と阪急バスと大阪府で

勉強会をしていますっていうふうな御答弁

をいただいていますし、今の今後どのよう

な形になって出てくるのか、まずはそれを

待ちたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

  ２項目めの質問に入らせていただきます。

教育です。町長にお尋ねします。 

  町長は次の観点から、これはいつも私は

しつこくいいます、トップダウンで２小２

中を打ち出されました。複式学級は二つ発

生するような状況であれば、再度小中学校

の在り方を検討する目安とするともされて

います。 

  そこで、まちづくりの観点を重視して２

小２中にしたのであれば、仮に生徒児童が

１人になってもまちづくりのためには２小

２中を存続させなければならないんではな

いかなと思っています。 

  町長はこの点どのように考えていらっし

ゃるのか、お答え願います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答えさせていただきます。 

  どちらが優先かというところでございま

すけれども、私のところ、いわゆる町政部

局と教育委員会のところとこれらを検討し

ておりますけども、私のものに関しては答

えというと両方ですと言わざるを得ません。

総合教育会議でもそれぞれ東西に小中一貫

校をつくるという形で御承認をいただいて、

それが今現在進んでおります。 

  そのときにもございましたとおり、複式

学級が二つ発生する状況であれば、再度見

直すという形のお話もさせていただいてい

ると。私は、学校というのは地域とともに

ある学校、そして学校も地域とともに進め

る学校というところで、地域・家庭そして

学校が一体となった形で教育活動をしてい

く、それぞれの成長に寄り添った形のもの

ということでございますので、私は両方の

立場でそれらを、複式学級にならないよう

な形のまちづくりをしっかりと進めていき

たいと思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  二兎を追う者は一兎をも得ずという言葉

がありますけれどもね、町長。それは誰も

が望んでいるはずです。この地域から学校

を残して存続できるように、この地域の人

口を増やしたい。だけど現実的にどうです

か。町長にこういった具体的な計画が今こ

こであるならまだ分かりますよ、いやいや

あそこから企業を呼んでそのための社宅を

造ってとか、そうでないならば本当に現実

を見ていただきたい。 

  今年の７月１日現在の未就学児は３４３

人でした。先日開かれた子ども子育て審議

会は、令和６年には９０人減少して２５３



 

 2－19 

人になると、令和８年にはさらに減って２

３０人になると説明がございました。今度

国立社会保障、人口問題研究所ではその４

年後、要するに令和１２年ですけども、こ

の時点で豊能町のゼロ歳から１４歳までの

人口が２０１人になると、これは予想をし

ているんですね。単純に計算すると、豊能

町の全体で１学年平均１４人以下ですよ。

このまま行ったら、もう令和１２年は目先

まで来ています。 

  先日そのせいだとは言いませんけど、少

子化のせいだとはいいませんけど、令和３

年度の全国学力学習状況調査の結果が発表

されました。御存じだと思います。小学６

年生は大阪の平均よりも下、その大阪府は

全国平均より下ですよね。かつて大阪府内

で、この豊能町というのはかなり高い学力

を誇っていました。しかしこれが今の現状

です。 

  なぜ５名の教育委員会が長い時間をかけ

て何とか２小２中にしたい、でもやっぱり

無理だと１小１中を打ち出したのか。いま

一度、町長に見詰め直していただきたいん

です。 

  私も町長と同じように、学校を核とした

まちづくり、地域・家庭三者共同の子育て、

それは賛成です。ただ考えが私と違うのは、

学校を核としたまちづくりを考えたとき、

東西じゃないと思います。豊能町は一つだ

と思うんですよ。 

  また何回も言っていますけども、２小２

中にするっていうことは東西の分離、され

た分離は一体感も連帯までもっていけない

んですよ、これ。ですから今、そしてまた

もう一つ作成中の総合計画の中でも、東西

の協同とか融合とか連帯とか書いているは

ずですよ。だったらそのために何が一番の

力になるかって、やっぱり一つの学校と思

います。 

  これは私はこういう考えをもっています

ので、私の考えを述べさせていただいて終

わりにいたしますけれども、ぜひ町長には

もう一遍、今の子どもの現状、それとやっ

ぱり今後の豊能町の国立社会保障人口問題

研究所が出した、これはそんなに的を外れ

たデータはこれまで出てませんのですね、

やっぱりこういったことを見ていただいて

今後に考えていただきたいと思います。 

  じゃあ次に入らせていただきます。いつ

も教育委員会に質問しようと思って時間が

なくて行っちゃうんですけども、今回は間

に合いました。 

  小学校の児童の荷物についてです。非常

に教科書のページ数が増えたようですね。

さらに熱中症対策用の水筒まで持ったりな

んかして、登下校の持ち物の重さががたっ

と肩にかかるという現状が前からいわれて

います。何年か前に文部省のほうから、児

童の肩にかかる重さについて配慮するよう

通達がありまして、たしか永谷議員からも

質問があったと思います。 

  あれから今度さらにタブレット導入で、

これがまた持ち帰りが入るとますます小学

生の肩はいろいろ負担がかかってきますね。

その軽減に向けてどのような取組をされて

いるのかお尋ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  おはようございます。今の御質問にお答

えさせていただきます。 

  議員おっしゃいましたように、文部科学

省のほうで、平成３０年の９月にいわゆる

置き勉を認めるよう全国の教育委員会など

に通知しております。 

  本町のことなんですけども、豊能授業ス

タンダードというのを定めておりまして、
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全小中学校で家庭学習を推奨しており、基

本的には教科書を持ち帰って家庭学習で活

用要するようにしています。しかし、副教

材とか資料とか、絵具セットとか習字セッ

トなどは置いておるところでございます。

そして、また学校行事等で持ち物が多くな

るなど、事情により学校裁量で教科書も置

いて帰るということもございます。 

  １２月、昨日からタブレットが家でつな

がるかどうかというテストで持って帰って

というのを始めておりまして、１７日まで

に全ての小中学校でそのつながるかどうか

を確認するということになっております。

そのときには同量の教科書、学習教材を学

校に置いておくとかも考えておりまして、

実際昨日のやっておる小学校では、タブレ

ットの入るスペースをちゃんと確保してラ

ンドセルに入れて返っておるということを

やっております。 

  タブレットなんですけども、今実験をや

っておりますけども、当分の間は小中学校

ともタブレットを持ち帰っての授業は考え

ておらず、学校のみで使用するというふう

なことで、今使用方法は学校とも相談して

決めておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  習字道具とか絵の具とかっていうのは、

私の子どものときもそうでした。だから、

何もあの時と変わっていないのかなと。変

わっているのは教科書が重くなったと、ラ

ンドセルが軽くなりましたけども、また水

筒も持つようになりました。 

  そういった中で家庭学習を大事にするこ

ともいいんですけれども、果たしてそれだ

けでいいのかなと。なぜかっていうと、非

常に肩にかかる成長期に、この現状ですよ

ね。 

  教育委員会として小学生低学年、特に低

学年ですけども、できるなら全校まででい

いですけど、実際どのぐらいの荷物で教材

を背負って登下校しているのか調査したこ

とはございますか。 

  また、このタブレット一つでどのぐらい

の重さがあるのかお尋ねします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  タブレットの重さなんですけども、約1.

２キロぐらいあります。ランドセル自体が1,

３００グラムぐらいありまして、教科書が

１冊３００グラムから６００グラム、それ

以上のものもあります。大体子どもは５、

６キロの物を背負って通学しているという

ことになるかと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  確かにそうですね。私も調べたとき、大

体５キロから７キロ背負っていると。これ

５キロのお米を持ち上げてもかなりのもん

ですよ、この年齢になってくると。果たし

てその場で家庭学習が大事だといっても、

疲れ果てて家庭学習もならないようなケー

スがそろそろ出てくるような気もするんで

すね。 

  置き勉という言葉が先ほど教育の口から

出ましたように、最近学校に教科書を置い

て帰る動きは出ていますよね。近隣他市の

小学校の中には国語と算数だけ持ち帰る、

これは持って帰りなさいと。ただ、そのほ

かの教科はそのときの自分、それこそ家庭

学習の中で何をするかっていうそれに合わ

せて持ち帰るかどうか、その児童の判断に

任せているといった例もあります。 

  今、先ほどから申し上げましたように、
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小学生の体力、成長の影響も考えて、やは

り町としてどうしていくかぜひ考えていた

だきたい、これは要望で終わらせていただ

きますけども、そういった検討は最初から

はなから頭にないのか、いや検討していこ

うとされているのか、そこだけ御答弁をお

願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  今、議員から御意見も御要望もいただき

ましたけども、教育委員会としましても児

童生徒の負担を軽くすること、また豊能町

スタンダードの件もありますけども、その

辺負担を軽くすることが大事だと考えてお

ります。 

  学校と教育委員会両方で検討しまして、

保護者にも情報を伝えて検討していきたい

というふうに考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  ぜひお願いしたいと同時に、令和８年で

すよね、吉川中のところに小中一貫校がで

きるの。今はバスが出るのか分かりません

けども、かなりの距離を歩いてきます。今

までと違って。だからそういうことも含め

て、やっぱり早急に進めていただきたいと

思います。これは要望で終わらせていただ

きますのでお願いいたします。 

  ３項目めの質問に入らせていただきます。

６月議会で町長が白紙撤回された道の駅に

代わる代替案を出してほしいと申し上げま

したところ、３月末までに見直す、出すと

いう答弁をいただいていましたので、まだ

３月にはちょっと時間がありますけども、

その要するにどのような道の駅を造ろうと

しているのか、形態ですとか予定地など進

捗状況をお尋ねいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  ６月議会で答弁したんですが、行き違い

があったかもしれませんので、まずその道

の駅に関するこれまでの経緯についてちょ

っと詳しく御説明します。 

  御存じだとは思いますが、平成２８年３

月に豊能町まち・ひと・しごと創生総合戦

略が策定されましたと同時に、そのアクシ

ョンプランであります豊能町まち・ひと・

しごと創生総合戦略アクションプランと、

そのアクションプランの一つ、重点的な施

策の一つなんですが、農×観光戦略推進計

画も同時に策定されたところです。この農

×観光戦略推進計画の中に、農業と観光の

情報配信拠点として道の駅を展開していく

という文書が盛り込まれております。 

  ちなみに、この本計画は平成２９年、２

０１７年度から平成３１年、２０１９年度

末までの３年間で計画をされておりました。

その後、最終年度の２０１９年、元号が変

わりまして令和元年になっておりますが、

令和２年の１月２３日になりますが、そこ

でまち・ひと・しごと創生総合戦略会議が

開催されております。 

  その中で、豊能町まち・ひと・しごと総

合戦略については、総合まちづくり計画も

踏まえまして、令和３年度末まで期間を延

長するという旨の議決がされたということ

ですので、上位計画が令和３年度末まで期

間延長されましたので、そのアクションプ

ランの一つでもあります重点施策の一つで

もあります農×観光戦略推進計画も同時に

期間延長されたということになります。 

  それから、議員御質問の道の駅に代わる
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代替案についてはということですが、これ

についてはまち・ひと・しごと総合戦略会

議の中で、道の駅の展開から今後は農業と

観光の情報発信と拠点施設間の連携に移行

していくということで言われております。 

  具体的には現有の地域施設をブラッシュ

アップしまして、最大限に生かして志野の

里や町内の滞在拠点施設と協力・連携体制

を構築するとともに、ホームページの充実、

ＳＮＳも積極的に活用し、農業や観光情報

を広く発信していくというものです。 

  また、町内外の機関や事業者との連携の

下、滞在拠点施設などを中心とした魅力的

な事業を展開し、人を呼び込む仕組みをつ

くっていくというものでございます。 

  現在総合まちづくり計画が策定中ですけ

ども、これを受けまして、令和４年度から

それを踏まえて具体的に検討していきたい

と考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  は？、っていう感じで申し訳ない。何を、

私の受け取り方が弱いのか、複雑怪奇にな

っているのか、何ていうふうに質問してい

いか分からないんですけど、令和３年度末

までに見直すと言っていたのはアクション

プランのことなんですか。何のことを見直

そうとしていたのか、私はもうてっきり道

の駅に係る代替案が見直されて、こうです

よって出てくると受け取ったんですね。今、

この何を３月までに見直そうとしているの

かがもう一つちょっと頭の中が混乱いたし

ましたので、まずそこをお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  その令和２年１月２３日のまち・ひと・

しごと総合戦略会議の中で、農×観光戦略

については二つほどお話が出ております。

一つが、志野の里は当時チャレンジショッ

プという位置づけでスタートしており、道

の駅ができたときはその場所に移転し拡大

していく、それまでの間は農家を集約して

豊能町の農業の安定を図っていくというの

が一つ、もう一つが志野の里運営協議会が

主体で動いていただいておりますが、他の

企業と連携できるのであれば、店舗を拡大

していく方針も今後ちょっと考えていきた

いということで、当時の会議の中で言われ

ております。 

  今回、総合まちづくり計画の中で、農産

物直売所の志野の里の活性化も含めて現在

検討しておりますので、それを踏まえて令

和４年度以降になりますが、具体的な検討

を進めていくということで考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  令和４年に具体的に進めていく、今いろ

いろ説明していましたので、いろいろなそ

の説明には期待するものがございますが、

私はじゃあ一体何を勘違いして３月末まで

に見直す、何とかどっかの案が出てくると

期待していたのかね、そのことだけ聞いて

いるんです。何を一体３月末までに見直す

とおっしゃっていたのか、もうこれ行き違

いがあってもまずいので、これは後にしま

す。直接後で聞きに行きますので、いいで

す。 

  それで、滞在拠点となる施設とかそうい

った答弁もされていました。これは具体的

に滞在といった場合、寝泊まりできる施設

というふうに理解させていただいていいで

すか。 

○議長（管野英美子君） 
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  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  具体的な検討につきましては、令和４年

度となっておりますので、その時点で考え

ていきたいと考えておりますが、寝泊まり

できる施設というよりも直売所をもう少し

拡大して、そのまま池田の南のほうから亀

岡にスルーするんではなくて、そこで一旦

豊能町で滞在してもらう時間を設けるとい

う意味でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  それはよく分かりました。またここで誤

解して寝泊まりできる施設ができないじゃ

ないかと後でやってもいけませんので、そ

れはそれで喫茶地みたいなところを想像さ

せていただきました。 

  それで、いずれにしても私はこの道の駅

に代わる予算が３月当初予算に上がってく

るんじゃないかなと思っていましたので、

まずそれはないということだけ確認させて

いただきます。 

  それで合わせて町長にお尋ねいたします

けども、担当者でもどちらでもいいですけ

ども、不思議だった、私は前池田町長の場

合はここにしますよとはっきりおっしゃっ

て報告・企画を出していましたけど、町長

の場合はそうじゃなくて公共施設を潰すこ

とを問題にされていましたし、またできる

限り既存の施設を活かす方法で考えて打ち

出しておりましたので、今のお話を聞く限

りでは、道の駅に代わる施設としてどこか

既存の施設を活用するためにしたいという

方向で動いていると理解いたしましたが、

まずそれでよろしいですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答えさせていただきます。 

  今現在その候補地、今の志野の里の部分

ではいわゆるスペースが小さいから滞留が

できない、そして関連をした形で直売、

我々の商品を買っていただいて、それから

滞在をするというシームレスな形のものと

して、どこがふさわしいかというところも

含めて検討をしていこうという形で、前回

の会議の中でもさせていただきました。 

  今現在、公共施設再編計画も含めて、そ

の候補地としていろんな形が出てくると思

いますけれども、それらを踏まえた形、そ

れから総合的に検討していきたいというふ

うに思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  志野の里は狭いと、たしか前回の道の駅

の前町長のときも幾つか場所も検討されて、

あそこですね、中央公民館のところを打ち

出されたというふうに私は聞いています。

ということは、単純に考えたらその時点ま

で話が逆戻りしているということですか。

ちょっとよく分からないんですね。何がど

う進んでいこうとしているのかが見えてこ

ない。前回と何がどこがどう違うというの

かちょっと分からないんで、お願いいたし

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず道の駅というのは情報発信起点、直

売所もありますが、トイレも含めてそうい

ったものが道の駅なんですが、当時国道４
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２３号線沿いにたしか３か所ほど候補地を

検討して、その中で役場周辺の中央公民館

が一番ベターであろうということでの話で

進んでおったかと思います。 

  それにつきましては、先ほど町長のほう

からも前回の答弁からもあったかもしれま

せんが、その施設、中央公民館とそのお隣

の旧ふたば園とか診療所等を壊していかな

いといけないというところもありましたの

で、そういったものを踏まえて、もう一回

ちょっと白紙に戻して再度検討をしていこ

うということでなったのが現在に至ってお

るというところですので、白紙といいます

か全般的・総合的にも一度検討していくこ

とというふうに我々は考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  秋元美智子議員。 

○１０番（秋元美智子君） 

  話のつくり方が同じじゃありませんか。

前に戻っていませんかという質問なんです

ね、私の。それで前と違う検討材料は、つ

まり道の駅は広大な施設が必要だけど、ス

ペースが必要だけども、今回は小さなスペ

ースで少なくなったから前よりも検討する

場所が増えましたと。じゃあはっきり言え

るのは今ある既存の施設を利用しますと、

そういう見直しをしていますというふうな

答弁が欲しいんですが、この解釈でよろし

いですか。 

  それで、合わせて計画を上げると同時に

予算を上げてくるようなことだけはしてい

ただきたくない。要望です、これは。 

○議長（管野英美子君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  そういったことも含めまして検討してい

きたいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。 

  再開は１１時３０分といたします。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時１０分といたします。 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、才脇明美議員を指名いたします。 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  議長に指名していただきましたので、質

問をさせていただきます。新人議員ですの

で戸惑うことがあると思いますが、お許し

ください。 

  空き家問題について質問させていただき

ます。この選挙運動で、私が回れる範囲で

豊能町内を見ることができました。何と空

き家が多かったこと。希望ケ丘の知人のお

宅へ御挨拶に行きましたら、右隣２件、斜

め前１件、空き家で庭木は繁茂の状態で、

どうにかしてほしいわ、このとおりもうあ

かんでと嘆いておられました。そして切畑

でも数件、牧、寺田、川尻、そして光風台

にも何件かお見受けいたしました。これは

もう看過できないなと思い、私なりに調べ

てみました。 

  総務省では、５年間隔で全国土地住宅調

査を行っております。平成２５年総務省統

計局が行った全国土地住宅調査の結果、日

本の空き家は約８２０万戸、豊能町は７７

０戸、５年後の平成３０年では全国で８４

６万戸、５年ごとの調査ですから、次回は

令和５年であります。そして、公表するの

は２年後の令和７年だそうです。 

  先日、総務省に電話して聞きました。今

現在の把握している数を教えてください。
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全国では８４９万戸、豊能町は９７０戸で

す。平成２５年から８年ぐらいで２００戸

も増えていました。原因は、正常な相続が

できず空き家を管理する相続人が遠くに住

んで、御両親などが住まわれていた家屋が

未登記、未登記状態で放置されている。 

  ２つ目は住宅ローン減税制度が続き、余

りある空き家があるにもかかわらず、新築

物件の建設を後押ししている実態、国策で

す。それに追い打ちをかけているのが少子

化問題なのです。 

  そこでまず１件目の質問ですが、豊能町

はしごと創生スタート支援事業として、Ｎ

ＰＯ法人豊能町ふるさとおこし協議会から

空き家の実態調査、空き家バンクの運営、

空き家の賃貸事業、売買事業、見回り事業、

セミナーの実施、老人の見回り支援、これ

などの提案をプロポーザル契約を締結され

ておりますが、これまでに支払った国から

の税金と豊能町の税金を予算科目に区分し

ての金額と、予算執行状況を全てお聞かせ

ください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  平成２８年３月に策定いたしましたま

ち・ひと・しごと創生総合戦略のアクショ

ンプランに基づき、地域ぐるみの定住促進

を目指すことを目的に住まいの相談窓口を

設置し、ＮＰＯ法人豊能町ふるさとおこし

協議会とは、連携協定により住まいの相談

窓口の運営をお願いしてきたところでござ

います。 

  御質問の同法人に対しての歳出科目につ

きましては、全てが補助金でございます。

歳出金額は４９１万3,６１６円、うち国の

補助金としての歳入が４２６万2,９８１円

となっております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  では、町の負担金は６５万円ぐらいなん

ですね。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  この補助金に対しましては、平成２８年

から令和２年度までの間に支出しておりま

す。支出金額としましては、平成２８年度

は１００％国の補助金で賄っております。

平成２９年から令和元年の補助金のうちの

半額が町補助、あと令和２年度については

３万3,０００円となりますが、これは町単

費の補助金となっております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  では、プロポーザル契約の本質である各

種の提案事業の成果と問題点を、計数かつ

具体的に御説明ください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  住まいの相談窓口を設置するメリットの

一つといたしましては、定住を促進するに

当たり、空き家流通促進の活動の拠点をつ

くることで移住や住宅流通に係る相談をお

受けすることができ、実際移住に希望され

ている場合には空き家バンクとのマッチン

グを行い、ワンストップで転入の支援が行

えることだと考えております。 
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  計数的なものでございますが、住宅流通

促進の拠点での活動におきましては、移住

者の相談業務３件、空き家など活用相談業

務、これは令和元年が３５件、令和２年は

３０件でございます。それから住宅の流通

や多様化に関するセミナー、こちらについ

ては毎月実施をされていたと聞いておりま

すが、年間に５件、５人ほどの参加しかな

かったという報告を受けております。 

  あと成果の中の一つといたしましては、

住んでいない家屋の売却、賃貸などに向け

た兼務を行うため、固定資産税の課税通知

書の発送時に合わせまして、町外の発送者

にチラシを同封いたしました。こちらにつ

いては、令和２年度1,４３２件、令和３年

度1,３５４件となっております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  1,４３２件ＤＭ・チラシを発送している

とおっしゃいましたが、その成果をお願い

いたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  発送しました皆さんについて、相談を受

けられたかどうかということは確認はする

ことが不可能でございますが、こちらを入

れたことによりまして、平成３０年度から

令和２年度の相談件数のほうが毎年１３０

件以上上がっているのは、この効果の一つ

だと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  この効果で、空き家の売買・賃貸等の契

約はありましたか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  はい。利用者からの希望、または物件所

有者からの相談件数がございました。それ

についての件数でございますが、令和２年

でいきますと利用を希望される方から購入

に関しては３４件、賃貸に関しては５０件

ございました。 

  また物件の所有者からは、令和２年では

ございますが、相談内容としまして売却１

４件、賃貸７件、利活用について２件、あ

とは維持管理について２件、そういうよう

な相談があったというふうに聞いておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  では、この５年間で約８４件ぐらいの利

用はあったんですね。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  はい。先ほど御説明しました件数に加え

まして、荷物の整理ですとか空き家の管理、

それから移住関係の御相談とかもございま

したので、令和２年度につきましては１２

８件の相談がございました。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  すみません、売買の契約を聞いているん

ですけど、賃貸と。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 
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  町内での賃貸購入を考えていらっしゃる

方の御相談については、購入が３４件、賃

貸が５０件ございました。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  ５年間で大体８４件ということで、はい。 

  次の質問です。この空き家事業という業

務なんですけど、これを行うには民法をは

じめ宅建業法、司法書士法、行政書士法、

登記法及び個人情報法の法律知識が必要な

んですが、同法の業務に必要な国家資格者

の関与はありましたか。提案事業ごとに御

説明ください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  御質問につきましては、住まいの相談窓

口においては、空き家の売買契約とか賃貸

借契約を御相談を受けるということになっ

ておりますが、議員おっしゃいますように

具体的に資格の有するような締結に至りま

しては、国家資格を有する不動産業者と連

携し、適切に契約の事務を行っているとい

うふうに報告を受けております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  私は、２年ほど前にこちらにちょっと電

話したことがあるんです。そしたら女の人

が出られまして、今ちょっと分からないん

ですと。そして男性から電話がありまして、

ちょっと古民家を知人が探していまして、

古民家のことを聞きましたら１１件待ちや

と言われたんです、このときに。そしてそ

の１２人目、予約をしたければ来てくれと、

電話では予約できないと断られたんですね。

その辺からちょっと話は前に進まないなと

思いまして、だから国家資格者、所有者が

おられたのかなとちょっと不信感に思った

次第です。 

  ではちょっと２件目の質問をさせていた

だきます。 

  先日、知人の紹介で空き家セミナー相談

会に行ってまいりました。西公民館でＮＰ

Ｏ法人空き家サポートセンター、法律で守

秘義務を課せられた行政書士、税理士、司

法書士、宅建士、弁護士などの国家資格者

が無料で相談に応じておられました。 

  「元気なうちに終活を」をテーマに、貴

重なお話を聞かせていただきました。その

帰り、このような問題を抱えておられた住

民なんですが、その方に連絡し、その方は

その後相談に行かれたようです。大変喜ん

でもらえました。今後もこのような活動を

豊能町でしてほしいと。 

  この豊能町内で、空き家問題や民法など

の各種法律に特化したＮＰＯ法人空き家サ

ポートセンターが存在しておられます。こ

の同法人は私は調べました。地域の防犯で

は豊能警察署生活安全課、防火では箕面消

防署本部予防課と連携し、空き家活動など

を行っております。また、国交省所轄の住

宅確保要配慮者に対する支援も行って、大

阪府・奈良県・兵庫県各知事からの指定を

受け、空き家問題や各種法律セミナーを約

６８件、参加者９００名、相談件数４６０

件の実績を有しておられます。 

  そこで、このＮＰＯ法人空き家サポート

センターはワンストップ体制で空き家問題

等に取り組んでおられますが、同法人の持

っている法律知識と問題解決能力、そして

国や大阪府及び各種協力団体と共有してい

るまちづくりなどの最新情報を豊能町発展

のために活用するべきだと思いますが、お

考えをお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 
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  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  ＮＰＯ法人空き家サポートセンターの活

動につきましては、地域の空き地・空き家

の問題を解決し、定住化の促進やまちづく

りの推進に資する取組をしていただいてい

るというふうに認識しております。同法人

とは、活動内容の報告をいただいたり意見

交換をさせていただく機会はもっておりま

すので、今後もこのような意見交換はさせ

ていただきたいと、このように考えており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  豊能町は先ほど皆さんがおっしゃってい

ように、もう周知のとおり少子高齢化、人

口減少であります。空き家ばっかりのこの

ひなびた通りを活性化していくように、ブ

ランド力も落ちると思いますし、もっとも

っとよりよいまちづくり、豊能町に期待し

てお願いいたします。 

  ３件目の質問です。豊能町総合相談窓口

について、先日１１月３０日に堺市役所に

視察へ行って参りました。ＮＨＫの朝の情

報番組で生活相談コンシェルジュというの

を堺市役所で開設することを聞きつけ、１

２月１日からの開設でしたが、ちょっと１

日早く間違って、担当者にお会いすること

ができました。担当者、大変忙しかったの

に、懇切丁寧に教えていただきました。 

  そして、２階にあったのですが、特設ブ

ースみたいな特設の部屋がありまして、６

つぐらいのテーブルがあって、パーティシ

ョンで区切っておられました。そして、在

中されるのは、社会福祉士さんが６人ほど

在中するということで。なぜ、これを開設

したのですかと尋ねましたら、市長が新型

コロナで困っている人を１人でも助けたい

という思いですと。期間は２か月。主な相

談内容は、生活困窮者支援、生活保護、就

労支援、子育て支援、就学支援などだそう

です。あまり重要な込み入った話だったら

別室を用意してあるということで、こちら

でワンストップで行い、たらい回しには絶

対しない。そして、実験的にやっているの

だと言っておられました。 

  そこで、私はこの豊能町、他市の事例を

ローカライズして、町民が抱えている豊能

町も、先ほどもおっしゃってましたけど、

６５歳以上は人口の半分で、生活支援とか

生活保護とかよりも相続、遺言、登記、遺

品整理、空き家問題、墓じまい、老人の見

回り支援、こういうことが皆さん心配され

ているのではないかとすごく感じておりま

す。 

  このような相談を総合一体的に相談でき

る窓口が必要だと思うんですが、開設のお

考えをお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  豊能町では、広報紙などで各種の相談事

業を住民の皆様に御案内しております。 

  相談の内容につきましては、そのほとん

どが専門的な知識を必要とするところから、

全ての相談を一体的に取り扱うことは非常

に困難であると考えております。多種多様

な相談が当然ございますので、その場合は、

町の各種相談窓口や大阪府が実施している

相談窓口を御紹介するなど、適宜対応をし

ております。 

  特に、先ほどおっしゃいました相続であ

るとか遺言、登記等につきましては、法律

的な専門的な知識が必要となります。そう
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いった点では、特に豊能町としては、月２

回実施しております無料法律相談におきま

して、大阪府弁護士会に委託し、弁護士か

ら適切な助言を行っていただいております。

弁護士で対応できない相談内容につきまし

ては、その内容に応じた相談窓口を御紹介

することで、住民の皆様が抱えておられる

問題解決につながっていると考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  困難だからやってほしいなと思っている

んです。総務部長、困難だから。できない

からやってみる。それをやってほしいなと

思うんですね。 

  弁護士さん雇うのはかなりちょっとお金

がかかると思うんですけど、これ行政書士

さんだったら、お金要らないんじゃないで

すか。豊能町が雇ったら。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  行政書士さんのほうでは、無料法律相談

を行っているとお聞きしております。 

  ただ、行政書士として法律的なことを行

うに関しては、弁護士さんよりも制限が設

けられるとお聞きしておりまして、豊能町

としては現在、そういった制限のない弁護

士会に委託しまして、弁護士から法律相談

をお願いしているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  弁護士さんまで相談するのってハードル

が高いと思うんですね。弁護士さんという

のは。かなり専門的な知識のある方で。ち

ょっとした相続とか、ちょっとした窓口で

すね。入り口が私、必要だと思うんです。

それを言ってるんです。だから、その窓口

をつくって、専門的になったら弁護士さん

を紹介する。そこまで、その入り口がいい

と思うんです。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  議員おっしゃるその窓口として、今現在、

法律相談を行っております。法律相談の当

初の申込みのほうは、今現在、豊能町、町

の窓口のほうで行っておりまして、その際

にやはり専門的やからちょっと御心配され

る方もいらっしゃいます。その場合も、あ

くまで最初の窓口としての法律相談、その

代わり、法律の専門知識はやっぱり要りま

すので、たとえ最初の入り口であっても専

門的な知識は不可欠になります。それを分

かりやすく御説明いただいて、もっと深く

なった場合には、またその弁護士さんに御

相談いただいて、大阪府弁護士会を通じて

専門的な部分に入り込むという形で、今現

在の法律相談については、最初の窓口とし

て行っていると考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  一体型相談窓口をしてはるんですか。こ

れ、あちこち行かないと駄目でしょう。福

祉協議会とか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  一体的な窓口ということですけども、住

民人権課のほうで、住民の総合相談という

のを受け付けております。一般的な相談と

いうのがどこにも該当しないようなことと
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かは、住民人権課のほうへ回って来まして、

それで相談を受けます。そこには、そこの

職員が対応いたしまして、ここにはこうい

う相談してください、この問題でしたらこ

ちらへ相談してくださいと。先ほど部長が

申しました無料の弁護士相談などにも御案

内をしまして、実際にそういったところへ

つなげているというケースも多々ございま

す。 

  ですので、そういったお困りのことがあ

れば、住民人権課のほうへお電話いただい

てる方もたくさんいらっしゃいます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  昨日、堺市に電話したんです。どうです

かと。この状況はどうですかということ。

そしたら昨日は１８人の相談者があったそ

うです。１８人の相談者があったそうで、

相談内容は生活、自立支援。ほとんどの方

が高齢者で、若い人はスマホで探すから、

調べるから大丈夫かなという、まだちょっ

と現状はちょっとそれしか把握できてない

そうなんですね。 

  私が言っているのは、簡単に相談できる

相談窓口をつくってほしいなと思っている

んです。ここにおっしゃってはるのは、弁

護士さんとか人権擁護とか、何か難しいこ

と。私が言ってるのは墓じまいとか、これ

からこの家はどうしたらいいのだろうかと

か、そういう問題で開設されたらどうかな

と思うんです。それを総合相談窓口として。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど大西部長が申し上げましたとおり、

住民人権課におきまして、そういった総合

的な御相談も承っております。それが実際

に福祉分野になりましたら、吉川支所の横

に福祉相談支援室が併設しております。先

ほど申し上げました法律的な専門分野にな

ると、やはり弁護士相談を御案内する。 

  そういった形で、一番最初のお気軽な相

談ということに関しましては、住民人権課

のほうで、今、申し上げた相談を行ってお

るという状況でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  才脇明美議員。 

○２番（才脇明美君） 

  すみません。私もかなりちょっと勉強不

足で、答弁を整理し、また改めて質問させ

ていただきます。どうもありがとうござい

ました。以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、才脇明美議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は１時００分といたします。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  こんにちは。８番永並啓です。４年ぶり

の一般質問となります。とても緊張してお

りますけども、豊能町の未来を皆さんと一

緒につくっていくために頑張りたいなと思

います。 

  理事者におかれましても、これを聞いて

おられる住民の皆さんが、いつまでも豊能

町で住んでいて安心して暮らせるんだとい

うように感じられる答弁を、ぜひともよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、通告に従いまして、質問をさ

せていただきます。 
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  まず初めに、選挙における投票しやすい

環境づくりについて質問させていただきま

す。 

  豊能町の高齢化は深刻なわけなんですけ

ど、高齢化に伴い、選挙に行きたくてもな

かなか行きづらい、足が不自由で行きづら

いという方も増えてきているのも事実であ

ります。私がいろいろと聞いた中でも、ち

ょっと足がという方も結構おられました。

そういった方の対応というか、対策という

ものは、どのように考えておられるのかを

お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  高齢で足が不自由な方などの対応につき

ましては、一部の投票所では土足のまま投

票できるようにシートであるとかスロープ

を設置し、拡大鏡であるとか、車椅子のま

までも記入できる記載台を御用意しており

ます。 

  来られるのが困難な方につきましては、

公職選挙法上にあります不在者投票、これ

は都道府県が指定する病院や老人ホームな

どで入院中の方につきましては、その施設

で投票が可能であるとか、あとは障害の程

度によりまして、障害者手帳もしくは要介

護５などの要介護者につきましては、郵便

投票等ができる制度になっております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  今おっしゃっていることはよく分かるん

ですけど、これからもう高齢化に伴って、

介護認定等そういうふうに受けていなくて

なかなか行くことが困難であるという方も

増えてくるのが、これは豊能町だけの問題

ではないんですけど、そしてまた、公職選

挙法上に関わることですから豊能町だけで

どうこうできるわけではないんですけども、

近隣とも連携しながらでもいいですし、も

っと府や国のほうに働きかけて、健康であ

っても高齢のために自然と足が不自由にな

ったりとか、そういった方の対応というも

のをこれからも積極的に考えていっていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  高齢により投票場への移動手段が難しく

なっておられる方で、先ほど申し上げまし

た、そういう公職選挙法上の対象外になっ

てしまわれる方につきましては、現在のと

ころでは、できるだけ御家族方、御近所の

方と期日前投票の時間を利用いたしまして、

投票をしてもらうように御案内をお願いし

ております。 

  そのほか、他市町では巡回投票や投票場

への移動支援等の取組が有効であるとは考

えておりますが、現在のところ、費用面で

あるとか運用面の中で、今のところすぐに

行うことはちょっと難しいと考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  他市町村でやっている事例というのは、

非常に参考になると思うんですね。それで、

豊能町の場合は、特に高齢化が深刻なわけ

ですから、やはりそういったところが積極

的に取り組むという姿勢を見せることも豊

能町のもう安心して暮らせる町としてＰＲ

する上で非常に重要なことだと思いますん

でぜひとも。選挙って定期的に行われます

よね。そういうために、ちょっとずつでも

改善していって、投票率を落とさないよう
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な取組というものを行っていただけたらと

思います。答弁は結構でございます。 

  続きまして、防災対策について質問させ

ていただきます。 

  まず、防災無線についてですけども、雨

の日というのはなかなか聞こえにくいとい

うのも、ある程度、理解していたんですけ

ど、先日、新光風台におきまして、安否確

認訓練というものを実施させていただきま

した。その際、晴れていても聞こえないと

いう住民の方の多くの声をいただきました。

晴れていて聞こえなかったら、ちょっと何

のための防災無線かなと。雨の日聞こえな

いのだけでも非常に問題ではあるにもかか

わらず、晴れていても聞こえないとなると、

何のために無線つけているのかなというと

ころもありますんで、この点をどうお考え

なのか、まずお聞かせいただけますでしょ

うか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  大雨のときなどは、雨音の影響で防災行

政無線の放送内容が聞き取りにくいことが

よくあります。また、晴れの日であっても、

場所によっては音の跳ね返りであるとか、

緩衝による影響から放送内容がよく聞き取

れないことがあり、また、屋内にいて家の

窓を閉め切っている状況などでも放送が聞

こえない場合があります。 

  気象条件をはじめ、様々な要因で何かし

ら聞き取りが困難なところというのは必ず

発生するため、町が発令する避難情報など

の重要なものについては、防災行政無線の

内容をそのままたんぽぽメールでも送信し

ております。そちらを御活用いただければ

と考えるか、もしくは専用ダイヤルという

のも用意しておりますので、そういった多

種多様な方法で情報をお取り願うように、

またこれからも、町としても啓発していく

必要があるのではないかと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  たんぽぽメールとか特に非常に有効だと

は思うんですけど、一応防災無線ついてる

わけですよね。それを最大限活用するとい

うことも一つの手段として。今、聞こえな

いという非常に最悪の問題が起こってるわ

けですね。今、部長がおっしゃったように、

場所によってはということであれば、それ

が何世帯ぐらいあるのか。やはりそれが１

軒、２軒だったらしようがない、ある一定

もうそういうところが出るのはしようがな

いとなりますけど、ある地域に限って。 

○議長（管野英美子君） 

  静粛に願います。 

○８番（永並 啓君） 

  大きく聞こえないところがあるんであれ

ば、スピーカーを１個増やす、もう１個立

てる、電柱を増やすなどということの対応

というのが必要になるかと思うんですけど、

いかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  今現在、試験放送であるとか訓練放送等

で防災行政無線を使っている機会が多いの

ですが、そういった機会を利用いたしまし

て、今までももちろん調査を行っておると

ころですけども、再度そういった調査のほ

うはまた行っていきたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  さすがにこれ、災害のときに非常に有効
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な伝達手段の一つだと思っているんですよ。

だからこれは各自治会の方もいろいろ積極

的には協力していただけると思うんで、あ

とはやはり行政のほうが声かけをどんどん

していく。聞こえるようにするために、い

ろいろ協力してくださいということを働き

かける必要があると思いますんで、ぜひと

もそういう調査を頻繁にというか、どのく

らいの方が聞こえないのかというのは、か

なり詳しく調べていかないと駄目だと思い

ます。それをぜひともお願いしたい。 

  そして、聞こえないところというものは、

どうしても出てくるのも承知しています。

でも、その方たちが特定されていけば、戸

別受信機の配付であるとか、そういったこ

との対応が可能ですよね。そういったとこ

ろが分からなければ、漠然と、極端に言う

と豊能町に住む全戸に戸別受信機を渡すな

んてもう金額が相当になるから無理だと思

いますけど、多くの方は防災無線で聞いて

いただいて、それでも聞こえないという方

がおられたら戸別受信機を提供するなり、

緊急情報ですから、全ての住民の皆さんの

ところに届くような形を検討する必要があ

ると思います。ぜひとも、その検討をお願

いしたい。 

  それと一方、大地震の場合は強制的にエ

リアメールという形で携帯やスマホのほう

に情報入ってきますよね。そういったこと

の取組というものはできないのか。またア

プリとかを使って、そういう情報の受け取

るような仕組みというものは構築できない

のかを、お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  エリアメールにつきましては、豊能町の

防災行政無線によりまして、その情報を基

にエリアメールを発信することが可能でご

ざいます。 

  実際に災害が起こったらといいますか、

起こってはいけないんですけども、万が一

の場合には、そういったエリアメールの方

法も活用していきたいと考えております。 

  アプリの導入につきましては、費用面も

含めて、現在検討中でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  災害というものは、いつ起こるか分から

ないんで、やはり起こったときに準備をし

ているところと準備をしていないところで

は大きく差が出ると思いますんで、ぜひと

も前向きに検討していただきたい。これを

また、引き続き質問していこうと思います

ので、また次回までに何らかの進展がある

ことを期待いたします。 

  続きまして、自主防災会と行政の関係に

ついて、ちょっとお伺いしたいと思います。 

  自主防災会が発足して６年が経過いたし

ました。国からは自主防災会に求める内容

というものは、どんどん細かくなっている

感じがします。介護認定を受けている方の

個別の避難計画をつくってほしいとか、そ

ういったことも耳にしております。そうい

うこともあってか、自主防災会のほうにも、

介護認定、名簿ですね、は下りてきてるん

ですけども、さすがに自主防災会といって

も素人の、救命士の免許を持った方でも消

防の方でもないんで、そういう集まりなん

で、そういう対応というものはなかなか難

しいのが現状なんですね。 

  それで、いろいろ各地域で自主防災会の

取組を行っているんですけども、先日長崎

で大雨の際に、民生委員の方がちょっと担

当する高齢の方を見回った際に、不幸にも

亡くなられるということがあったんですね。
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そういったときに、自主防災会というもの

はやはりほかの自治会のイベント等と違っ

て、どうしても命に関わる危険性というも

のがやはりちょっと高くなってしまう。け

がをする確率であったりとか。そういった

ときに、豊能町は何らかの保障なり、万が

一のことがあったときの保障なりというも

のは考えておられるのか、お聞かせいただ

けますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  各自治会におきます自主防災会のメンバ

ーの方におかれましては、ボランティアと

して日々地域で活動されているかと思いま

す。 

  災害時の要援護者の避難指示につきまし

ては、災害時の危険な状況下であるところ

から、まずは支援する側が御自身の安全を

確保した上で要支援者の手助けをすること

が原則であり、自らの身の危険を冒した状

況では行うものではない。そうでなければ、

この活動は成立しないものであると考えて

おります。 

  内閣府が作成いたしました避難行動支援

者の避難行動支援に関する取組指針におき

ましては、個別避難計画というものは、よ

りよい避難を実現しようという趣旨のもの

であって、市町村や個別避難計画作成の関

係者などに対して、計画に基づく避難支援

の結果について、法的な責任や義務を負わ

せるものではないと明記しておるところで

ございます。 

  要支援者もしくは支援者、共に命を守る

ことが大前提でございますので、日頃から

こうした避難の方法について啓発を行うこ

とが、町としての責務であると考えており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  当然、まず災害が起こったときの自助と

いうものが基本になるのは、もう重々分か

っています。それを自助が実現できたら、

余裕があれば共助という形で、近隣の住民

の皆さんをサポートする、手助けをすると

いうことというのは理解しているんですけ

ど、やはり自主防災会となりますと、どう

しても自治会長が一番上に立って、そこが

一応命令を出すような形にはなってしまう

んですね。そこで活動をすると。そういっ

た際に、いろんなほかの自治会のイベント

であれば、保険適用というものはあるんで

す。例えば夏祭りであったりすると、そこ

でけがをしたら保険の適用にはなるんです。

ただ、それが安否確認なり救助なり、そう

いった形で自然災害に巻き込まれたとなる

と、幾ら自主防災会、自治会の活動であっ

ても、そこが保険適用外になる可能性のほ

うが非常に高いんですよ。 

  ですから、そうなってくると、自主防災

会ができることというのは、本当に啓蒙、

皆さんに周知するぐらいしかできなくなっ

てしまうんですね。そこら辺は、万が一の

ことが起こってはいけませんけど、そうそ

う起こるような行動を我々取ってもらおう

とは全然思ってないんです。安全な範囲で

助けてあげたいなという感じはあるんです

けど、その安全な中にも、万が一が起こっ

たときの保障という意味でちょっとお尋ね

しているんです。そこの部分だけでも町と

して何かこう、最後はけがしたらちゃんと

町が面倒を見るよみたいなことの考えはな

いのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 
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○総務部長（仙波英太朗君） 

  先ほど申し上げましたとおり、まず災害

時でも、まず御自身の安全、それから要支

援者の安全という形で、皆様の命をお守り

するのが一番大切なことであると思ってお

ります。ただ、当然、万が一ということは

ございますので、その対応については考え

なければならないとは思います。 

  ただ、先ほど議員もおっしゃいましたと

おり、災害時におけるいわゆる個人のけが

とかそういった部分につきましては、全般

的に保険の対象にならないということが非

常に多いです。それはボランティア保険に

ついてもそうです。その場合、町として保

険等に頼らずに単独で支援できるかどうか、

ちょっとその辺については、ほかの他市の

事例等もこれから調べまして、どういった

事例、どういったことを行っているのかと

いうことについて調べるところから始めた

いと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  ぜひとも調査をして、この問題というの

はやはり災害時において、自主防災会が設

立されたのも、やはり行政や、今まではそ

ういうときに行政に任せるというのが、国

民、住民の皆さんの感覚だったと思うです

けど、それでは救助が遅れたり、なかなか

避難所の運営が難しいということから発足

したという経緯がありますね。ですから、

そこら辺を何かのとき、そうそう起こるこ

とではないと思います。そんな我々も素人

の住民の皆さんの協力でやってますから、

素人の集まりなんで、そんなに消防のレス

キュー隊のような仕事をお願いするという

ことではないんですけども、ちょっと回っ

て確認してみてくださいとか、そういった

レベルなことなんで、そうそうけがはする

ことはないとは思うんですけども、やはり

地震が起こったときなんで、木が倒れてき

たりとか、そういったことが起こったとき

ぐらい、そのときは町のほうが保障しても

らいたい。町のほうで最後ちゃんとします

よということがなければ、やはりなかなか

そういう命令というものを、自治会長もボ

ランティアでやっていますから、なかなか

そういうのを出しにくくなるという現状が

ありますんで、ぜひとも積極的に調査をし

て、またお聞かせいただけますでしょうか。

お願いいたします。 

  では、続きまして、教育問題についてお

伺いします。 

  まず、小中一貫校を設立した後の学校の

跡地の利用について、お聞かせいただけま

すでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  今後の公共施設配置の基本的な考え方と

方向性等について、再編後の学校施設も含

めた検討を、令和３年６月に立ち上げまし

た公共施設再編検討委員会において、現在

検討しているところでございます。 

  今年度は検討委員会の開催を６回開催予

定しておりまして、中間取りまとめとして、

今後の公共施設配置等の基本的な考え方と

方向性を示すこととしております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  そうなんです。まだ具体策が何も出てい

ない。これからなんですよね。僕がこのこ

とが２小２中になった原因の一つかなとも

思ってるんですよ。というのは、僕が以前、

もう４年以上前から学校の再配置なり統廃
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合するときは、まず跡地利用を考えてから

検討してもらいたいというものを言いまし

た。その理由は、どうしても地域の中で学

校という位置づけがやはりシンボル的にな

ってますんで、学校がなくなるとやはり寂

れてしまうという感覚が、その地域の住民

の皆さんの中には強くあります。 

  そういった中で、ここでは学校はなくな

るけども、こういったように活用しますよ、

この地域は寂れませんよということを示す

ことで、やはり理解を得ることが少しは高

まったんではないかというふうに考えてい

るんですね。 

  ですから、やはりどうしても学校の跡地

って結構広大ですから、そこを何するか今

から考えるではなくて、もっと積極的に企

業誘致であったりとか、いろんな住民の皆

さんが集える場所づくりであったりとか、

高齢化に伴う福祉の拠点であったりとか、

そういったことをやはり提案、最初から考

えておかなければいけないのかなというふ

うに感じています。 

  ですから、跡地利用に関してはもっと時

間を早めて、やはりそこが示されないと、

僕はそこが豊能町の未来の鍵を握っている

と思っているんですよ。豊能町、残念なが

ら広い広大な土地もありませんので、学校

の跡地というのは豊能町の活性化を図る上

で非常に重要な場所になるはずです。です

から、それを前向きに検討していただきた

いと思いますが、いかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  先ほど議員がおっしゃいましたとおり、

住民様からの御意見等、１１月に公共施設

を考えるワークショップというのを実施し

た中でも、地域コミュニティーのハブ拠点

として学校の跡地を使いたいというような

御意見があったところでございます。 

  今後は、来年度、中間取りまとめの方針

を踏まえた上で、人口減少の進む中、多額

の経費を必要とする公共施設の更新需要に

応えていくためにも、再編後の学校施設を

はじめとする公共施設全体の最適な配置を

検討し、地域活性化等の魅力の創造と住民

サービスの維持・向上が図れますよう検討

してまいりたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕はもういろいろとずっと、教育のこと

ばかりいろいろ、前、議員だったときもず

っとやってきましたんで、いろんなところ

に、小中一貫校のことであったり施設分離

型の小中一貫校も調べてきました。それで、

１小１中に非常に期待を持ってました。そ

れが２小２中になって、非常に残念な思い

ではあるんです。将来的に子どもの人数が

確実にゼロに近くなるのに、減るような形、

１クラス１０名足らずになるというのに、

相変わらず２小２中を維持するというのを

理解できないんですね。やはり、町長、今

まで教育委員会さんがいろいろ練っておら

れて１小１中という判断をされました。そ

れを当然、町長には権力がありますし、力

がありますから、それを覆すことは可能で

す。でもその代わり、２小２中にするんで

あれば、その分のコストアップ分確実に出

ますよね。その分はもっと積極的にいろん

な具体策出していかないといけないんじゃ

ないでしょうか。そうしないと、維新の身

を切る改革じゃなくて、自治体を太らせて

どないするんですか。コスト、かかるよう

になっちゃうんですよ。やはり、そこから

したら、維新の考え方でしたら身を切るん

だから、自治体も切ってかないと。どんど
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んスリム化していかないと。それをあえて

２小２中にするんであれば、それに代わる

コストアップ分はこういうことをして、増

収であり子どもの人数を増やすというのを

どんどん出していっていただきたい。もし

あれば今、教えていただけますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。もう御指摘のと

おりです。いわゆる子どもたちの人数とい

うのはどんどん減ってくる。これももちろ

ん事実で、それからいわゆる１小１中とい

うところについて、それをキャパとして入

れていくためには、非常に費用もかかって

くるというのもありました。 

  それから、もう一つは、一つ一つのまち

づくりのところも含めてですけれども、地

域とともにある学校というところで、２小

２中というところ、それでそこの中にかか

る経費をいかに削減をしながら、そして今

後、そこの中にたくさん入ってきていただ

けるような策を打つというのはもちろん当

然でございまして、具体的なものとしてお

示しする部分として、それが永並議員は少

ないということだと存じますけれども、

我々として、そのものをしっかりと見据え

た上で、そして今までの教育委員の方々と

も含めて、１小１中というメリット、デメ

リット、そして２小２中というメリット、

デメリット、これらをいかにデメリットを

最小限にしながらしていくかという議論も

組み重ねていただいて、今回の内容のつく

っていっているというところでございます

ので、どうか御理解をいただきます。 

  そして、まちづくりにおける投資という

ところについても、町の財政は非常に厳し

い状態でございますけれども、その中で切

ってる、切る、そして本当に利用される内

容のものに限った形で、なるべく先行的な

投資に回すというところで、これまでも進

めてきたつもりでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  その今あるサービスでは、もう多分無理

なんだと思いますよ。ずっと続いているサ

ービスを切ったり貼ったりしたって、そう

変わるもんではないし。それはもう世の流

れのまま、今までと同じように右肩下がり

になっていくのは仕方ない。そこで画期的

なものが要るんですよ。その具体策を求め

ているんです。それを今から議論するでは、

僕は遅いと思いますよ。やはりこの責任あ

る立場で今までずっと何年もかけて議論し

てきたことを覆したんだから。そしたら、

その責任ってやはりすごい重いんですよ。

そしたらその代わり、こういうことをしま

すよ、こういうことしますよと。ああ、そ

れだったら大丈夫ですねと、多く方が納得

するような施策というものをどんどん町長

から発信してもらいたいんですよ。今、一

生懸命議論してますじゃないですよ。議論

している人たちは１小１中でずっと議論し

てたんです。それを一応、町長が選挙に当

選して、２小２中ということに変えたんで

あれば、町長がもっと種を出していかない

と。もっと積極的にいろんな、こういうと

ころではこういう事例してます、こういう

場所を使って企業誘致できます、こんなこ

とをしたら人が増えるしということを、も

っと積極的に出していただきたいんですけ

ど、そこが今一向に見えてこないというと

ころが非常に問題だと思います。 

  そこら辺で、もっと積極的に来年度予算

にはそういったことの取組というものが、

非常に幾つか予算に上がってほしいなと思



 

 2－38 

うんですけど、そこら辺はいかがお考えで

すか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおりで、今までの中の議論

だけではなくて、一歩一歩進めているとこ

ろでございます。 

  特に、コロナの関係、それから今の実態、

社会課題というのが多岐にわたっておりま

すので、それらを一つはスマートシティと

いう考え方の中で全体像が、そして町民を

真ん中に置いた状態で、民間企業も含めた

形でプラットフォームをつくっていくとい

うことも進めております。 

  ただ、今現在、進めてて、今現在、出て

きている、または成果としてというのは、

この２年間ですから、まだございませんけ

れども、一歩一歩確実に進めていると。そ

れらをもっと広報をして、住民の共感が得

られるようにということで広報もしながら

ですけれども、おっしゃるとおり、まだそ

こに共感が得られていないというのも事実

でございますので、しっかりと共感が得ら

れ、そして皆さんとともに一緒に前向きに

つくっていける、そういう体制をつくって

いきたいというふうに思っております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  僕は、継続して議論してきて決まってき

たことを翻すんであれば、最初に出すべき

だと思っているんです。それを返した後で

これから考えますというのは、ちょっと無

責任かなというふうに僕は感じています。

最初の段階から、こういうことがあるんで、

こっちの側の意見で行きましょうと言わな

いと、今まで議論してきた人にとても失礼

なことだと思ってるんですね。 

  ですから、そこは本当に真剣に残りの任

期で何か我々議員含めて住民の皆さんが、

ああこれだったら豊能町に人来るよねとか、

子どもたち、また増えるよねと思えるよう

な施策に取り組んでいただけたらと思いま

す。 

  というのも、能勢町なんて、豊能町の３

倍の敷地があるんですよね。敷地がある中

で、１小１中にして、スクールバスを回し

てます。僕も個人的にはもう今の時代、ど

こにいてもスクールバスでの通学かなとい

うふうにも考えています。それは、高齢化

に伴う高齢者の運転の危険性もありますし、

いろいろな危険性を考えると、子どもたち

が巻き込まれる犯罪というのはやはり通学

時、家に帰るときに起こってますので、そ

こがスクールバスで送迎をすることになれ

ば、そういった危険性も減ってきます。で

すから、そういったことを考えると、やは

り早急に１小１中、スクールバスという議

論を進めていく必要が、どこかの段階で、

それも早い段階で出てくるのかなと思って

るんで、ぜひ町長には、前向きな施策を積

極的に取り組んでいただけたらと思います。 

  途中からもう交通問題にも入ってるんで

すけども、僕はもう行政のサービスって円

のようにつながっていると考えているんで

すね。でも今、皆さんからの答弁を、これ

までの議員の質問の中で答弁を聞いていて

も、やっぱり何かばらばらのように感じる

んですね。それぞれの部署がそれぞれのこ

とをしている。 

  先ほどの才脇議員の質問で、総合窓口、

相談窓口等が出てましたけど、そこに関し

ては、保健と総務のほうがいろんな形でち

ょっと一緒になって相談を受け付けている

というのがありましたけど、やはりそこら

辺を住民の皆さんに見せる必要があると思
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うんですよ。 

  やはり交通に関しても同じで、スクール

バスを使うことで、じゃあスクールバスを

使えば、昼間空いた時間に幾つかのバスを

町内を走るようなバスに転用するというよ

うな考えもできるかもしれない。そんなす

ぐに実現するような問題ではないですよ。

そういったように、円のようにつなげるこ

とで効率よく回すことができる。でも、そ

のイメージがどこからも湧いてこないんで、

そこが非常に今の豊能町の問題なところか

なというふうに感じています。 

  それで、交通問題に入るわけなんですけ

ども、やはり高齢化が深刻な豊能町、先日、

豊能警察のほうの署長さんともお話しさせ

ていただいたんですけど、豊能所管内での

高齢者関連の人身事故は５３％で、大阪府

下では平均30.５％なんで、22.５％も高い

ということが分かります。 

  それで、警察署では自主返納を勧めてる

わけなんですけど、豊能町という立地を考

えると、返納した後の動きがつかない。そ

のために返したくても返せないという高齢

者の方って結構いはるんですね。でしたら、

こういったことを考えると、返納した後の

豊能町での生活のイメージ、もしあればお

聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  運転免許証を自主返納し、自動車を利用

できなくなった高齢者が、ほかの交通手段

が見つからず、日常生活に支障を来すとい

う問題が懸念されていることは重々認識し

ております。 

  今後も、本町におきまして、高齢化の進

行により自動車の運転をやめる住民が予想

されることから、免許証の返納後の移動サ

ービスの提供は、高齢者の日常の買物、医

療、福祉などの対応から考えると避けられ

ない課題であり、住民生活において、地域

公共交通の役割がますます大きくなってい

くと考えております。 

  交通施策といたしましては、公共交通に

おいてラストワンマイルの解消、それから

お出かけ促進、このようなことも見据えな

がら、一次交通者とＡＩオンデマンド交通

を導入できないかということも、現在検討

しているところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  議員御指摘のとおり、高齢者の運転免許

の返納につきましては、社会的課題となっ

ておりまして、本町におきましても、自動

車が日常の大切な移動手段となっておりま

す。 

  免許の返納に踏み切れないという方も多

いということも承知しておりまして、実際、

今まで運転をされていた方が免許返納をし

て運転をしなくなった場合、大変不便を感

じているということも存じております。 

  車のない生活になった場合に、本町の地

域の実情としましては、高齢者の方また障

害をお持ちの方も、地域で安心して暮らし

続けていただくため、それに代わる移動の

手段の確保が重要と考えております。 

  通院や買物等の日常的な移動、外出に困

難を感じる方がこれからどんどん増えてい

くなということは認識しておるところでご

ざいます。 

  現在あります「おでかけくん」ですね。

こういった介護認定を受けられている方に

対します移動手段というのはあるところで

はございますけれども、それに該当されな

い方が、フレイル予防とか健康の維持と考
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えますと、免許返納された方、歩ける距離

であれば歩いていただくことが健康には資

するのかなというのも、多少は考えている

ところではありますけれども、それに歩け

ない距離とか、あと、帰りの荷物が重いと

か、そういうことございますので、そうい

ったところを補うような、いろんな手段と

いうのが今後必要かと思います。 

  先ほど、調整監のほうからありましたよ

うな、今後スマートシティの取組等により

まして、新たな方法というのも考えていき

たいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  やはり私が考えているのは、カーシェア

というものを考えております。マンション

のほうでは、そのマンションの住民でしか

利用できない車というものが用意されてま

す。住民だったら予約をすれば使えるんで

すね。最近はタイムズが行っているカーシ

ェアという、後ろにタイムズのステッカー

を貼った車というのは結構走るようになっ

てきてます。それを、豊能町にはマンショ

ンがほとんどありませんけども、マンショ

ンに替わって、逆に豊能町の強みというの

は自治会の組織率が結構高いと。都会の３

割とか２割ではなく、新光風台では９割あ

るし、低いところでも６割近くの自治会の

組織率があるわけですから、自治会に車を

１台か用意して、試験的に用意して、そこ

の地域の方で運転を共有してもらうとか、

そういったいろいろ取組、どれが正解かっ

て分からないんですよ。これ、どこもやっ

てないことですから。でも、やらなければ

何も改善していないし、他市町村まねした

って、他市町村と豊能町の実情は違うわけ

ですから、やはり積極的に豊能町の実情に

合った取組というものを模索しながらでも

やっていかないといけないというふうに感

じています。 

  そういった取組がすぐにはできないとい

うことは分かってるんですが、今のカーシ

ェアについてどういうお考えか、お聞かせ

いただけますか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  将来のまちづくりを見据えて、高齢者や

学生など自動車を運転できない住民にとっ

て必要不可欠な移動手段である地域公共交

通の利便性向上を図ることはもちろんのこ

とですが、この問題は地域公共交通の観点

からではなく、総合的に福祉支援策として

も捉えまして、先進的な自治体の取組例を

参考にしながら、関係部局と協議してまい

りたいと、このように考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  これから行政サービスって職員任せでは

駄目だと思ってるんですよ。自主防災会も

そうですけど、やはりこの地域の住民の皆

さんの力を借りて、何事もサービスを行っ

ていかなければ、もう限界が来てると思い

ます。 

  そういった意味で、行政の方にはそうい

う仕組みづくりであったり、旗振りなど積

極的にしてもらいたい。こういった取組が

ありますけどやってみませんかと言って、

住民の皆さんに協力を願う。そうすること

で、最低限の維持管理のコストで運用する

ことが可能になります。 

  大体、事業を行うには、ランニングコス

トといって人件費というものが非常にネッ

クになってきますよね。だからそこの部分
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が、同じ利用者の１人としてするんであれ

ば、そのランニングコスト、人件費の部分

が非常に安く済むというメリットもありま

すから、そういった行政サービスの仕方と

いうものを、これからは必要になってくる

んではないかなと思いますんで、ぜひとも

そういうのを踏まえて検討をお願いします。 

  それで、「おでかけくん」について話が

出ましたけど、現在、多分そういう福祉サ

ービスで移動手段のキーとなるのは「おで

かけくん」しかないんですけども、やはり

「おでかけくん」まだまだ利用しにくいと

いう側面があると思います。月２回、大体

最大で４８枚かな。チケットもらえるのが。

やはり４８枚だと平均して２回どこか往復

したら、月２回ぐらいの外出しか行けない

んですよね。やはりもしそういった形で高

齢者に対してもっと出かけてほしいという

ことを考えるんであれば、その制限を介護

認定を受けていなくても利用できるような

取組であるとか、「おでかけくん」の台数

を増やすとか。まず手っ取り早いところで

は、その枚数ですよね。枚数を４８枚から

ちょっと６０枚ぐらいに増やすとか、何か

ちょっと、昔と同じような取組ではなくて

時代に合った取組の方向にどんどんシフト

していかないと思うんですが、そこら辺の

お考えはないですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  「おでかけくん」ですけれども、あと民

間の介護タクシー等の利用も可能になって

おります。枚数の増やすとかそういうこと

につきまして、今後ニーズ等を調査した上

で、必要に応じて検討していきたいと考え

ております。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  確かに枚数のところはそんなに難しくな

いと思うんですよ。現に、やはり今利用が

かなり増えてるというふうに聞いてます。

それであれば、まず枚数を増やして、でき

るところからどんどんやってみる必要があ

ると思います。ぜひとも、その枚数という

ものは早急に増やしていただく方向で検討

していただきたいと思いますが、いかがで

すか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  枚数のことですけれども、ちょっと用意

しておりませんでしたので、どれぐらいの

ニーズがあるかというのが把握できていな

いところです。 

  おっしゃるとおり、単にチケットですの

で、そういった面の制限はないんですけれ

ども、やはり予算等も関係してきますので、

しっかり検討したいと考えています。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  調査というもの非常に大事ですけども、

今、現に不足しているというふうに聞いて

ますんで、もっと利用したいという声も聞

いてますんで、ぜひともそこら辺から、で

きるところからすぐに動いていただきたい

と思います。 

  また、今後も聞いていくと思いますんで、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、アレルギー対策ですね。現

代の生活に起因するアレルギーというのは

たくさんあるんですが、まだまだ知られて

おりません。シックハウス症候群であった

り、香りの害と書いて香害の問題などの化
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学物質過敏症ですね。こういうのもその一

つです。原因には、柔軟剤、洗剤、香水、

芳香剤、消臭剤、防虫剤、殺虫剤、ワック

スなど、排気ガス、いろいろあるんですが、

全てこれ合法で違法なものはないんですよ。

ただ、全ての成分が法律の範囲内で我々が

日常生活で普通に使っているものなんです

けども、それによって体調を壊す方も現に

おられます。そういったいい匂いだから、

普通に使っていても、それによってちょっ

と体調壊す人がいる。大体食物とか食べ物

とか花粉症であるのは、ある程度自分で防

御するしかないんですけど、こういった周

りに飛び散る匂いとかは、自分ではどうし

ても防ぎきりようがないんですね。だから

といって、禁止することもできない。とな

ると、やはりもっとこういうものがあるん

だということを、広報を通じて知ってもら

う必要があると思いますが、いかがですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  化学物質過敏症についてお尋ねです。 

  化学物質過敏症につきましては、微量の

化学物質に反応し、非アレルギー性の過敏

状態が現れることにより、精神、身体症状

を示されるものとされる。その発症の仕組

みにつきましては、未解明の部分が多く、

今後の研究の進展が期待されるとされてい

るところになります。 

  香害につきましての、柔軟剤等の香害等

につきましても相談は、国の消費生活セン

ター等にもあることを踏まえまして、消費

者庁において厚生労働省を含めます関係省

庁との協力の下、啓発のポスターが作成さ

れました。それが、町のほうにも配布され

ておりまして、そちらを広報の１０月号に

そのポスターを掲載させていただいたとこ

ろです。 

  今後も国などから情報を得まして、広報

のほか、ホームページや庁舎への掲示など

により、周囲の配慮を求めることについて

周知していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  結構、近隣でも広報活動に力を入れてい

るところは増えてきているんですね。堺市

や大阪市、川西市もそうですし。ですから、

そういったことを知ってもらうところから

スタートするのかなと。原因は何か分から

ないですけど、アレルギーというのは基本

的に全てがそうです。原因というのは、あ

る一定の人間の許容量を超えると突然発症

するのがアレルギーなんで、なかなか特定

なんか難しいですけど、現にそういう症状

がある方がおられて、消費者庁でも一応化

学物質過敏症というものは、もう多くの方

が訴えておられる、そういう症状も出てる

ようなものですから、ぜひとも広報活動と

いうものを定期的に行っていただけたらと

思います。 

  あと１点は、コロナ対策です。３回目の

接種の予約方法、この間、全協のほうでは

説明を受けましたけども、やはりまだ全協

で住民の皆さんはあまり伝わっていないと

思いますんで、お聞かせいただきたいと思

うんですけど、やはり予約の段階で前回の

ときは電話がパンクしたりとか、なかなか

つながらないという事例が多々ありました。

うちもなかなか取れずに、１回目は取れな

かったんですけども、ぜひ３回目の接種が

始まりますけども、この対応方法について、

お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 
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  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  ワクチンの３回目の接種の予約につきま

してですが、今年５月の初回の予約時、初

めての予約で１度に予約いただけなかった

こと、あと２回目の予約をセットで同時に

入れられないようになってたため、２回目

のところで１回目の予約が先に入って、後

から２回目の予約が取れなくなるような事

態が生じておりました。大変、御迷惑おか

けしたところでございます。 

  今後の予約につきましては、既に２回目

の接種を終えられた方が接種した日ごとに

８か月が経過して、順に対象になっていく

ということとなりますため、一時期に集中

することがない。比較的スムーズに予約が

取れるのではないかなというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  それでも、６月に接種した方が最も多く、

数千人単位であったと思うんで、その方た

ちが２月にどっと集まってしまうわけなん

で、ぜひとも、個人的にはもう取った、一

度接種した日に希望日を出して、あなたの

接種タイミングはこの日ですよと送って、

それでも駄目だったらほかの日に電話をす

るという形を取れば、そういった混乱とい

うものは大分避けられるんじゃないか。電

話かける必要ないですからね。結構、高齢

の方の受診率が高いですから、その方たち

というのは、この日に接種行かないといけ

ないんだとなったら、その日は空けておこ

うというようなことにもなりますし、そう

したらもう決まってるわけですから、電話

もする必要ないですからね。そういったこ

とで、混乱を避ける一つの方法にはなるか

と思うんですけど、そのお考えはいかがで

すか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  御提案いただいております接種日を町の

ほうで割り当てて、その日が都合が悪い場

合は変更するという方法につきましては、

住民の方に負担は少なくなるというふうに

思いますし、もちろんその方法で混乱なく

実施された市町村もございます。 

  しかしながら、本町の予約受付の状況で、

大きく混乱ありましたのは最初の受付のと

きでございまして、以後、ウェブの予約枠

を広げるなど、今後の分につきましては、

以後はスムーズに取れているところでござ

います。 

  また、１回目の接種で予約、接種したい

と思っている医療機関が予約でいっぱいで、

やむを得ず別の会場とか、あと遠くの医療

機関を予約された方もいらっしゃいます。

そのような方にも、今回は一方的にこちら

から指定するのではなくて、選択の機会が

あるほうがよかったというふうにも考えて

おるところでございます。 

  したがいまして、３回目の接種の予約に

つきましては、従来の方法、ウェブと電話

での予約という方法でやっていきたいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  永並啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  説明の中で、職員の感覚でウェブのほう

が結構予約が多かったということなんで、

ウェブのほう力を入れて、いろいろと混乱

のないようにしていただけたらと思います。 

  以上で終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。 
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○議長（管野英美子君） 

  以上で、永並啓議員の一般質問を終わり

ます。 

  議場喚起のため、暫時休憩いたします。 

  再開は２時といたします。 

（午後１時５０分 休憩） 

（午後２時００分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  こんにちは。日本共産党の高尾靖子でご

ざいます。議長の御指名を受けましたので、

一般質問をさせていただきます。 

  この間は、教育問題にしても、暮らし・

福祉の問題にしても、同じ問題を質問して

まいりましたけれども、今回についても、

それに重ねて質問をさせていただきますの

で、前向きな答弁をぜひともよろしくお願

いいたします。よろしくお願いします。 

  それでは、教育問題全般で質問いたしま

す。 

  一つ目は、令和４年度から東地域で先行

していくという小学校５年、６年、中学生

での教科担任制を実施されますけれども、

教員の負担を少なくするために教員の確保

は必要ですが、この件についてお伺いいた

します。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えいたします。 

  教員の負担なく統合していくということ

なんですけども、公立義務教育小学校の教

職員定数については、公立義務教育学校の

学級編成及び教員、教職員定数の表示に関

する法律に基づいて大阪府教育庁が公立小

中義務教育学校教職員定数の配分方針を定

めており、定数配分は小学校、中学校の学

級数を基礎として算定されております。小

中一貫教育校については、それに準ずる形

になります。 

  本町は、分離型小中一貫校を来年度開設

しますので、大阪府教育庁に対して、定数

配置以外に加配の教員の配置を、今年度当

初から申し入れているところでございます。

協議により加配された人員で教職員の負担

を軽減し、児童生徒の学習保障を図ってい

きたいというふうに考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  前向きな御答弁がありましたけれども、

これは人数はまだ分からないのでしょうか。

もし、分かりましたら。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  年度当初から加配を申し入れております

けども、まだ人数のところは分かりません。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  子どもたち、また先生方にも負担のない

ように、ぜひとも申入れを続けて、温かい

教育ができるようにしていっていただきた

いと思います。 

  次に、行きます。 

  国のＧＩＧＡスクール構想により、全国

では今春から、小中学生にタブレットが配

備されています。本町も教員研修など実施

され、児童にも指導が始められております。

問題は、従来の机では教科書と端末を同時

に扱いにくい状況になるということを聞き

ました。机の新規格（６５センチ掛ける４
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５センチ）が必要になってきているという

ことです。 

  また、電子黒板や保管庫も置くスペース

が狭くなるなど、文部科学省の通知でも老

朽化対策と一体で教室の面積拡大など、来

年度予算の概算要求に財政支援を盛り込む

という方針が春に出されております。 

  このことについては、考えておられるの

かどうか、お伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  タブレット導入に基づきます机の広さな

んですけども、現在、国のＧＩＧＡスクー

ル構想により、小中学校でパソコンやタブ

レット端末が１人１台配置されております

が、それを置く机は旧規格の机（６０セン

チ掛ける４０センチ）ではなく、本町では

全て新規格の机（６５センチ掛ける４５セ

ンチ）を導入しております。新規格の机の

面積は2,９２５平方センチメートルで、計

算でいきますと、机の上にタブレットは5.

３台で置けるスペースがありまして、授業

では必要なものだけを机の上に置くように

も先生は指導しておりますので、授業に大

きな影響はないというふうに考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  これは西も東も同じ規格の机がもう配置

されているということでよろしいですか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  議員おっしゃいますとおり、東西とも同

じ規格の机が配備しております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  では、次に行きます。 

  今年８月、タブレットの実施校では、便

利さはあるけれども、視力低下、機器トラ

ブルの不安で、よい反応は２割とのことが

報告されております。これは大阪教職員組

合の調べで分かったことです。 

  試行錯誤の段階で、教育効果は未知数と

も言われています。今後のこうした対応に

ついては、どのようにお考えなのか。 

  また、健康被害との相関関係は少なくな

いデータも証明されてきており、科学的に

も明らかにされつつあります。トラブル解

消の一つとして、電磁波の影響を受けない

よう学校では使用しないときにはＷｉ－Ｆ

ｉを切り、タブレット端末の電源を切るよ

うに、そういうしたことにも徹底していく

ことを求めていきますが、こうした対応を

お伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  御質問は、目のことと、あと電磁波のこ

とについてあったと思います。 

  まず、目の健康の件ですが、ちょっと私、

大阪府教職員組合の調べはちょっと確認し

ておらないんですけども、目については、

国や大阪府からもタブレット端末の長時間

の使用は、児童生徒の健康被害を考慮して

使用するように言われております。 

  本町においても、タブレット端末導入時

に、タブレット端末の使い方についてとい

うリーフレットを作成して、児童生徒に配

付し、タブレットを使用する前に、担任と

児童生徒で使用に関する決まり事を確認し

てから活用しております。その決まり事の
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中には、３０分に１度は目を休めるなど、

健康面に気をつけて時間を決めて使用しま

しょうという文言を入れておるところです。 

  今後、持ち帰りを想定した際にも、保護

者に対しても、この決め事を留意していた

だきたいというふうにお伝えしていきたい

というふうに考えております。 

  また、電磁波なんですけども、以前、議

会でもお答えしておるんですけども、ＩＣ

Ｔ機器の電磁波と子どもの健康被害との因

果関係については、インターネットなどで

は、電磁波が体調不良の原因であるとは言

えないのというものや、影響があると掲載

されているものなど、いろいろ見受けられ

ます。 

  学校では、パソコン、スマホ、ゲームの

やり過ぎは自宅での学習時間の確保や睡眠

時間が少なくなるなど、学習面や健康面で

の悪影響が見込まれるため、やり過ぎない

ように時間制限などを家庭で話し合い、ル

ールをつくるように呼びかけています。 

  また、国・府からＩＣＴ機器の電磁波と

健康面の影響についての現在通知はござい

ません。 

  また、今後の対応なんですけども、これ

も文部科学省もＩＣＴの活用について出し

ておるんですけども、インターネットを活

用した調べ学習や、写真、音声、動画など

の表現制作、他校や地域の方とをつないだ

遠隔教育、実際に情報活用することにより、

情報モラルを意識する情報モラル教育など、

文部科学省、言うておりますので、事業に

タブレットを使うことは、一つのツールと

して有効に活用していきたいというふうに

考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  先ほど、永並議員も香害のことをおっし

ゃってましたけど、香る害ですね。そうい

うことも含めて、電磁波の影響を受けると

いう子どもたちも少なからずあるわけです

ね。だから、そういう検査をしないと分か

らないという部分はありますけれども、そ

ういうことも配慮したやはり対応策をやっ

ていただきたいと。健康被害に陥らないよ

うな、教育現場の配慮が必要やと思います

んで、その点は十分対策、取っていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

  一つは、ちょっと心配なことが耳に入っ

てるんですが、来年度からは自治体任せに

なるのではないかと。こうした機器に対し

てもそうですが、どれもこれも全部が自治

体の負担になってくるのではないかという

ふうに言われているんですけど、そういう

のは情報として入っているんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  現在もＩＣＴの支援する職員等も入って

おります。それらは国からの補助金もつい

ております。それらが町負担になるのでは

ないかという御質問、また機器の整備につ

いても１人４万5,０００円の補助、並びに

交付金を使って、町負担で整備しておりま

すけども、それでもどうなるのかというこ

となんですけども、先日、先週ですか、整

備に関しては、また国の補正予算というの

もやる可能性があるという通知が来ており

ます。それらも活用しまして、町の負担が

少なくなるよう、やっていきたいと思いま

す。 

  また、ＩＣＴの支援員関係についても、

いろいろ要望するところあるんですけども、

そこには要望していきたいというふうに考

えておるところです。 

○議長（管野英美子君） 
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  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  このタブレットの件については、文部科

学省が要求した問題ではもともとないとい

うことで、特別に入ってきたタブレット支

給ということに、企業なんかとの関係でこ

ういうふうに制度として配置されることに

なったということを聞いております。 

  しかしながら、自治体ではそれぞれ収入

財源が大変な状況ですので、この点は自治

体として、やはり教育補助というのは国の

責任も大きい役割があるので、そこのとこ

らぜひ要望出して財政支援をしていってい

ただきたいと思うんですが、その点はいか

がでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  失礼いたします。 

  ＩＣＴ、とりわけタブレットの配置に伴

います、これは関連経費、設置をしたらそ

れで終わりではなしに、毎年これは経費が

かかってまいります。いろんな経費がかか

る。そしてまた、耐用年数としましては、

大体５年間が耐用年数だろうというような

ことも言われております。買換えのときに

もお金がかかります。そういうようなこと

で、これは教育長会のほう、そして市町村

会のほう、また府の校長会等からも大阪府

そして国のほうに、そういうような関連経

費をきちっとつけていただくように要望を

上げておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  ぜひとも、その辺は強く要望、知事会も

してると思うんですけれども、町村長会の

町長としても、よろしくお願いいたします。 

  それで、次、行きます。 

  西地域の小中一貫校施設整備事業に加え

て、ＳＤＧｓの観点から校舎の屋上に太陽

光パネルを設置するというお考えはあるの

かどうか、お聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えさせていただきます。 

  基本的な設計につきましては、１７日の

議員総会で説明させていただくんですけど

も、現在、設計には太陽光パネルの設置は

見込んでおりません。 

  校舎屋上に太陽光パネルを設置する場合

の課題としまして、三つほどあるんですが、

一つとして、事業費が上がると。補助はあ

るものの財政負担が増える。補助対象額で

は３分の１程度の町負担ですが、補助単価

を超える部分でさらに財政負担が見込まな

ければならないと。 

  二つ目が、校舎は新築ではなく、既存校

舎の改修であることから、太陽光発電設備

等の荷重を屋上が支えるため、補強工事な

ど工事費の増が想定されます。 

  三つ目に、事業費については工事費の抑

制を図るため、再度、事業費を見直した経

過がございます。太陽光発電設備等の設置

費までは見込んでいないのが現状でござい

ます。 

  なお、校舎の改修では、普通教室や特別

教室などの照明についてはＬＥＤ照明にす

るなど、省電力機器の設置を行う予定には

しております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 
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  タブレット端末など、いろいろと電気も

使う状況があるわけですから、その点につ

いて、やはりこの件につきましても、国・

府の補助を強く要望していっていただきた

いと思います。 

  それでは、次に行きます。 

  暮らし・福祉・医療という問題で掲げて

おりますが、一つは、国保診療所は唯一の

公的医療機関です。新型コロナウイルス対

策を巡り、国・知事会との会談で、オミク

ロン株発生で、４４か国に今、広がってき

ております。検査体制の強化を要請してい

るようですが、熱外来のみではなく、この

国保診療所では熱外来のＰＣＲ検査はして

おられますけども、受けたい人がいつでも

ＰＣＲ検査を受けられるように、先進的な

取組で実施を求めたいと思っておりますが、

その点のお考えはお聞かせください。 

○議長（管野英美子君） 

  桑原保健福祉部長。 

  大きい声でお願いします。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  お答えいたします。聞こえますでしょう

か。 

  ＰＣＲ検査につきましては、発熱やせき

などの症状がある方や感染者の濃厚接触者

であれば、保健所や医療機関において自己

負担なしで検査を受けることができます。 

  一方で、例えば仕事で海外に行く場合や

イベントの参加など、社会経済活動を行う

ために希望する方については、無症状であ

っても検査費用を自己負担することで検査

を受けることができます。 

  医師による診断を伴う検査により新型コ

ロナウイルスに感染したと診断された場合

には、医師が感染症法に基づく届出を保健

所に行うことになります。 

  医師の診断を受けなければ、このような

対応につながらないことから、医療機関ま

たは提携医療機関を持つ検査機関で検査を

受けていただくことが望ましいとされてお

ります。 

  また、検査にはその性質上、実際には感

染しているのに結果が陰性になることや、

反対に感染していないのに結果が陽性にな

ることもございます。 

  あと、検査結果につきましては、検査時

点での感染状況に関するものでありまして、

感染して間もないため、ウイルスが検知さ

れない可能性や、その後の感染の可能性が

あるため、検査をしたから安心というもの

ではなく、常に感染予防に努めるよう注意

が必要なことに変わりはございません。 

  また、感染していないことを確認する目

的で検査を受けるのであれば、頻繁に検査

を繰り返さなければ意味がない。検査を感

染拡大防止策として行うには、多くの方に

頻繁に繰り返し受けていただかないと効果

がないと考えます。 

  また、無症状の方が検査を希望していな

ければ、感染拡大防止にもなりませんし、

例えば誰でも無料で受けられるというよう

なことになりますと、町の費用負担が増加

しますことと、事務量の増加に伴う人員の

配置なども必要かと思います。 

  そういったことがありまして、診療所と

いたしましては、まずはワクチンの接種の

推進を第一に考えまして、症状のある方に

対する医療の提供体制を整えることに注意

をしてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  今、お答えは、豊能町としては財政が大

変逼迫しているということから大変だとは

思うんですけれども、実際には大阪はコロ

ナ対策の遅れで、コロナ感染者数は東京に
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次ぐ２０万3,２７３人、死者3,０６４人と

いうような数字が上がっております。これ

以上、感染者を出さないためにも、検査体

制の強化ということは、今後ワクチン接種

計画も含め、必要ではないかと思うんです

けれども、全国の自治体でも無症状の人を

含め、無料でＰＣＲ検査を実施していると

ころが北九州市や全国で、自治体でも行わ

れている状況です。実施して発症を抑える

効果ということが言われておりますので、

その点、症状がなかったらやらないという

ことではなくて、やはり今は事情があった

ら、海外に行かれるとかそういうことでは

検査をして、その結果を持って海外行ける

という話ですけれども、そういうことでは

なく、やはり受けたい人には受けられる、

これは有料になるということは仕方ない場

合と思いますけれども、その点の配慮があ

ったらいいなというふうに思うんですけれ

ども、引き続き、検討していっていただき

たいと思います。 

  この大阪の事情が、今、変異株でオミク

ロンでもやはり広がっていってますので、

やはり東京、大阪が人数的には多いという

ことで、本当にいつもテレビのニュースで

見ておりますけど、どうしてだろうかとい

う懸念がいっぱい出てきます。そういうと

ころでの取組を、ぜひ先進的にやっていく

という検討はお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  町長にも、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  では、次に行きます。 

  若者の流出防止がテーマの豊能・能勢ま

ちづくりで取り組まれている、９月議会で

の質問でも取り上げましたけれども、本町

にはガソリンスタンドが１軒もない状況で

す。今、電気自動車の普及が急速に進んで

いる下で太陽光発電を有効活用し、能勢町

でも今、庁舎の前に設置されていますが、

充電スポット、この豊能町にもそうした若

い人が住める、電気自動車もたくさん増え

てきております中で、充電スポット設置を

することを求めたいんですが、その点のお

考えはありませんか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  国におきましては、2035年までに全ての

新車をＥＶやハイブリッド車などの電動車

にするという目標を掲げております。 

  しかし、一般社団法人日本自動車販売協

会連合会によります販売台数、令和２年中

の販売台数によりますと、乗用車の新車販

売台数約２５０万台に対しまして、ＥＶ車

とプラグインハイブリッド車、俗にＰＨＶ

車と呼んでおりますが、そういう充電を必

要とする車の数は約３万台というところで、

乗用車全体の新車販売台数の約１％にとど

まっている状況でございます。 

  一方で、充電スタンドにつきましては、

設立、設置する経費には補助金もございま

すが、その設置した後に、また年間の維持

管理費も、電気代であるとか委託料を含め

まして、約１００万円前後かかっておりま

す。 

  現在の町の財政状況を考えますと、費用

対効果の面から設置するのは難しいと考え

ております。今後の国の動きでありますと

か、豊能町における普及状況を見極めなが

ら、対応をしてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  これはちょっと能勢町のことですけれど

も、能勢町にはこういう設置されていると
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いうことで聞かれたことはあるんでしょう

か。お聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  以前、別の用件で能勢町役場を訪れた際

に、充電スポット、充電装置がちょうど役

場の駐車場のところにあることを拝見しま

した。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  それだけなんですね。費用はどれぐらい

かかったとか、そういうことも全く、維持

管理とかそういうのも別に聞いておられな

いんですね。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  すみません。その際には、そういった維

持管理経費等々については、お尋ねしてお

りませんでした。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  では、今後ぜひとも検討していっていた

だきたいということを強く要望して、これ

で、この質問は終わらせていただきます。 

  次に、総合まちづくり計画のことについ

て聞きます。 

  審議会でも大詰めに入っていますけれど

も、審議会の提案も含め、今後パブリック

コメントを募集されるということになって

おりますが、どのような条件で反映してい

かれるということになるのか、その点、お

伺いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  まず初めに、パブリックコメントは行政

が住民の皆様に対する説明責任を果たし、

より公正で透明性のある町政を目指すとと

もに、政策や計画を住民の皆様とともにつ

くっていくための制度の一つであり、住民

の皆様の町政への参画を促進する重要な制

度であるということは理解しております。 

  総合まちづくり計画におきましても、年

内にはパブリックコメントを実施する予定

にしており、本庁１階の情報コーナー、吉

川支所、図書館、中央公民館図書室、町ホ

ームページで原案を公表するとともに、制

度の適正な運用に合わせまして、より多く

の住民の皆様からの御意見をいただけるよ

うに努めていきたいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  こうしたパブリックコメントで、皆さん

が関心を持っていただき、豊能町がよりよ

い本当に住んでよかったと言える、若者も

たくさん来てもらえるような状況ができる

ような、一つ、ものになっていってほしい

なと願っておりますが、ぜひまた公表の結

果、いろいろとどういう皆さんのお考えが

出てくるのか楽しみでもありますけれども、

その点をぜひ、たくさん活かされるような、

そういうふうなまちづくりでね。審議会の

方もいろいろと頑張っていただいておりま

すけれども、住民の直接の声を、考えを活

かせるようなまちづくりも、ぜひとも進め

ていっていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

  次に行きます。 

  防災・減災の課題ですけれども、自治会

からいろいろと要望なんかも出されている



 

 2－51 

と思います。近年、豪雨が多くなりまして、

本町は土砂災害が増えてきています。光風

台４丁目、６丁目ののり面崩落、新光風台

の砂防堰堤周辺の崩れ、崩壊などが見られ

ました。住宅地周辺でこのようなことが起

こっています。ときわ台６丁目の石垣（擁

壁補修）は早く取りかかられて改善されて

安心して暮らせるような状況になっている

ことは喜ばしいことでございます。 

  こうした災害を防ぐためには、事前のチ

ェックで早期に改善できる体制を取って、

財政負担を最小限にできるようにやってい

くことが、今、求められていると思うんで

す。計画的な災害対策を求めていきたいと

思いますが、この点についての今後の対応

策といいますか、計画があれば求めていき

たいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えします。 

  開発等で造成されましたのり面や擁壁な

どのそういった施設ですね。そういったも

のは、もう既に３０年以上から５０年以上

超えておるというところで、老朽化がます

ます進んでおります。 

  これを受けまして、本町ではハード面、

短期的な面とソフト面、こちらについては

長期的な面ですが、そういった二つの視点

で防災点検、予防保全に現在取り組んでい

っておるところです。 

  まず、短期的な視点というか、ハード面

の話ですけども、のり面、擁壁等の点検に

係る連携協定書というものをコンクリート

メーカーさんと締結しまして、今年度末ま

でに町内ののり面もしくは擁壁、そういっ

たものの安全性を確認しているというとこ

ろです。 

  その点検の中で、支障のある箇所につい

ては、例えば先ほど議員のお話があったと

きわ台の６丁目の擁壁の補修といったよう

な事例のとおり、これは国の事業債を活用

しながら、今現在、進んでおるんですが、

そういった形で今、予算の範囲の中で、既

存擁壁の安全確保に取り組んでいるという

ところです。 

  それから、次に長期的な視点、ソフト面

になると思いますけども、現在、大阪大学

そしてゼネコンの清水建設株式会社らと共

創の場形成支援プログラムという国のメニ

ューで、自然災害リスクの制御システムの

実現に向けて、今年度から取組を始めまし

た。 

  この取組、国の採択が必要なんですが、

本年の１０月に国の採択が正式に得られま

したので、現在、大阪大学と今後の進め方

について協議を行ったところです。 

  本町の関わりとしては、まず２年間、来

年度までの１年半になると思いますけども、

まず地域共創分野の育成型というメニュー

がありまして、そちらのほうで豊能町の木

代の戸知山地区で昨年度崩れました光風台

６丁目緑地のような擁壁とのり面を実際に

つくりまして、その構造物の破壊のメカニ

ズムをモニタリングしながら、のり面とか

擁壁の超長寿命化、長寿命化よりさらに期

間の長いそういったセンサーを取付けるた

めの開発を産官学の取組で進めていこうと

考えております。 

  実は昨日、大阪大学の吹田キャンパスで、

対面ではコロナ禍でしたのでできなかった

のですが、昨日初めて対面で打合せを行っ

ています。大阪大学とゼネコンの清水建設

とですね。その中で、詳しくは年明けから

本格的に実証実験に向けて動いていくんで

すが、来年の１０月頃に一旦その育成型が

ある程度終了いたしますので、そこの中間
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報告で、この実証実験が国のほうで認めら

れると、さらに１０年間、本格型という形

で継続できるというふうになっております。 

  そういった形で、ソフト面、ハード面の

二つの視点の中で、防災点検、予防保全に

取り組んでいるというところです。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  なかなかいい取組が行われていると思い

ました。これが本当に実証実験でいい結果

が出ると、１０年間の保証がつくというこ

とになるということですけれども、ぜひ。

戸知山で今、実証実験ですけど、それは将

来また何かに活かせるような状態にはなる

んですか。今のその実証実験しているとい

う戸知山での。そのことについてちょっと

お聞きします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  昨年度ですか、旧柳井組さんと訴訟した

例の現場の中のフラットな土地が数千平米

あるんですけど、そちらのほうで実証実験

を行うこととしております。詳しくは、ま

た年明け、大阪大学、清水建設と協議の下、

マスコミ等にもリリースしながら、どうい

った形で進むというのをまた公表していき

たいと考えております。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  それもいい結果が出ましたら、豊能町内

の住宅内にものり面、山が前にあるという

ところもほかにもありますし、東地域でも

裏が山があったり、崩れるというようなこ

とも川尻やあちらこちらで、吉川のほうで

も聞きますけれども、そういうところにも、

そういう実験したことが活かされるという

ことにもなるということなんでしょうか。

その点、ちょっと確認したいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  昨日の打合せの中で、最終目標をどこに

しようかということでのお話の中で、最終

的には、大阪大学と清水建設さんは、清水

建設さんは物をつくって、その擁壁なりの

り面をつくっていくのが仕事。大阪大学は

超長寿命化のセンサーをつくるのが仕事。

それで、町のほうは実証実験の場を提供す

る。最終的には、方向性としては、そのセ

ンサー、その壊れるメカニズムを最終的に

解析をしまして、私の思ってる中では、ス

テージ１、２、３ぐらいを考えてまして、

最初はもう住民さんにそろそろ周知せなあ

かん、要は壊れるまでの、要は避難誘導に

向けてのお話なんですけども、そろそろち

ょっと住民さんに周知していかないと危な

いかなという時期、それからそろそろもう

ちょっと避難にしてもらわなあかん時期、

それから次はもう壊れちゃうよという時期

というような形の、その解析した結果がそ

こまでできれば、最終的には避難誘導なり、

住民さんにもお願いじゃなくて避難命令と

いう形で、危ないので避難してくださいと

いうところまで進めばいいかなということ

で、昨日はそういう打合せを、昨日の６時

ぐらいまでさせていただいたところです。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  遅くまで御苦労さまです。やはりそれが
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活かされて、防災、あらかじめ皆さんに避

難勧告、命令とか出せるということになれ

ば、本当に豊能町にとっては、皆さんが安

心して暮らせる、そういうことになるので、

その辺をぜひ成功してもらいたいなと思い

ますし、頑張ってください。よろしくお願

いいたします。 

  では、次に行きます。 

  次に、災害防止の重要な点は、自治会と

の連携だということを、ちょっとここにも

質問で出しているんですけど、優先順位も

ありますけれども、危険箇所または老朽、

今、先ほどもお話がありましたけど、老朽

化の施設なども安全に改善して、安心安全

のまちづくりをすることではないでしょう

か。安全な避難所の確保と的確な指示が求

められるということにもなります。 

  そういったことでの、対応も求められる

んですけれども、この点はいかがでしょう

か。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  議員のおっしゃるとおり、行政と自治会

との連携は特に防災・減災に関しては大変

重要になるものであると認識しております。 

  大地震等で避難所を開設する際には、自

治会には運営に御協力いただくことになる

ため、日頃から避難所の開設訓練など、自

治会と連携を図っていきたいと考えており

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  高齢化しているということも含めて、自

治会また行政として的確な指示が出せるよ

うな状況がつくられて、皆さんが安全に避

難ができるという場所の確保、ぜひとも進

めていっていただきたいと思います。どう

ぞ、連携をよろしくお願いいたします。 

  次に、行きます。 

  一番最後なんですけれども、地域公共交

通についての進捗状況をお聞きしたいんで

すが、前回も聞いておりますが、その点に

ついてどうなっているかお聞きいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  地域公共交通につきましては、平成２６

年４月に策定した基本構想を基に、北大阪

急行線の延伸開業に合わせた広域的なバス

路線の再編を行うべく、取組を進めている

ところでございます。課題も多く、調整に

苦慮しているところでございます。 

  今後も引き続き、基本構想の考え方に準

拠した新しい交通網について、交通事業者

を含めた関係機関との協議を進め、速達性

や打算性を検証しながら、利用者の利便性

の向上を図りつつ、北大阪急行線の延伸に

よる広域的な交通環境の変化に対応した最

適なバス路線の再編に向けた取組を強化し

てまいります。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  このことにつきましても、先ほどもお話

がありましたけれども、高齢化で自動車免

許を返納という形が今多くなっております。

その点で、やはり安心して移動ができると

いう、交通圏というような言い方するんで

すけれども、その点について、ぜひよりよ

い交通状況が得られるように頑張っていた

だきたいと思うんですけれども。 

  ときわ台の駅前の見通しのよいロータリ

ー、とても皆さんからはきれいになった、

よくなったと。そのことについて、皆さん
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の期待がすごく大きいんですよね。あれ、

ロータリー大きく取ってるけれども、どの

ようなバス路線が引かれるのか。便利にな

るのか。そういうところはもうすごく耳に

入ってきます。あれのつくることに関して

も、多大な財源がいってるわけですから、

それを本当に期待外れにしないで、皆さん

が本当によかったな、こんな便利になって

箕面森町から直接また、千中なりあちこち

行けるような、萱野駅もそうですけど、そ

ういうところの期待感は物すごく住民の皆

さんには膨らんでおりますので、それを裏

切らないような、ぜひ公共交通、進めてい

っていただきたいと思いますし、そこに出

られている皆さんも、ぜひとも応援してい

ただけるような発言もしていっていただき

たいと思いますし、ぜひとも豊能町の最後

の本当に交通の便、安心して暮らせる、移

動も安心してできる、そういう便利なまち

づくりも将来していかないと、この町には

皆さんにやっぱり来ていただけない。来て

いただけるというふうに持っていくことが

重要だと思いますので。町長も頑張ってい

ただきたいと思います。 

  公共交通、これはもうこれからの大きな

課題だと思いますけれど、それをやはりと

きわ台駅に集中されているように住民さん

も思っておられますので、その点、成功す

るように、ぜひとも力を入れていっていた

だきたいと思いますし、私どもも足がない

と移動できない状況なので、今のリレー便

も存続できるならば、ぜひ存続させて豊能

町西からここの本庁に来られるような状況

はぜひ残しておいていただきたいと思いま

す。 

  以上で、私の質問を終わります。その点、

町長、最後に一言、その点についてお聞か

せください。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  最後にということなんですけれども、も

ちろん公共交通というところと、それから

住民さんのいわゆる支援というところ、こ

れは非常に切っても切れないものです。 

  移動の支援というのもありますし、これ

から必要なものというのは、買物支援であ

ったりとか、行きたいところに行く。そし

て行きたい時間に行ける。そういうものと

いう部分を将来像を描きながらという中で、

やっぱり一つはスマートシティ、そういう

中で、いわゆるプッシュ、それからそのサ

ービスの享受というところ、そういうとこ

ろに向かってしっかりと進めていきたいと

思っておりますので、公共交通だけではな

くて全体像というところで進めてまいりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  今、町長もおっしゃいましたけど、もち

ろんそうです。公共交通だけではありませ

ん。まちづくりは今、子ども子育て審議会

も公共施設審議会もやっておりますし、も

う審議会、審議会で、大変忙しいと思いま

すけど、それも一つ豊能町をよくするため

の審議会として諮問されていると思います

ので、そこは本当に皆さんで頑張っていた

だき、私たちも支援していかなければいけ

ないというところもあると思いますので、

その点、ぜひ力入れていっていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。

ありがとうございました。終わります。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 
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  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は３時といたします。 

（午後２時４９分 休憩） 

（午後３時００分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  議長から指名いただきましたので、一般

質問させていただきます。１番、池田忠史

でございます。豊能町議会議員となりまし

て、初めての登壇ということで、身の引き

締まる思いでございます。まだまだ、未熟

でございますが職務に邁進してまいりたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  では、通告書どおり一般質問をさせてい

ただきますが、町長をはじめ、理事者の皆

様方におかれましては、的確な御答弁をお

願いいたします。また、先輩の皆様方には、

御清聴いただきますよう、重ねてお願い申

し上げます。 

  文部科学省の平成３０年度子供学習費調

査によりますと、公立の小学校に通う子ど

もの１人当たりにかかる教育費は、塾費や

習い事などの月謝も含めまして、年間で３

２万円。これ、１年生から６年生まで多少

差はありますけれども、平均値として申し

上げます。公立中学校で４９万円となって

おります。それ以外に、これちょっと古い

資料になりまして、今の現在とはちょっと

少し誤差があるかもしれませんが、それ以

外のかかる養育費につきまして、小学校で

８３万円、年間ですね。あと、中学生で９

６万円かかると言われております。つまり、

小学校の１年間で約１００万円以上、足す

と１２５万円なんですが、収入によりまし

て多少の差がありますので、これは平均値

となりますので、最低でも１００万円以上。

中学生で１４５万円。これも平均値になり

ますが、最低でも１２０万円以上、年間に

子どもの子育てにかかっていると言われて

おります。 

  それに対して、子どもに対する経済的支

援というのが、現在、児童手当、これがゼ

ロ歳から１５歳まで。それとこども医療費

の助成制度、これは豊能町の場合は１８歳

までですね。それ以外に、低所得者の方に

対する就学援助制度であったり、片親の方

の児童扶養手当であったり、障害のある子

どもたちにある障害福祉手当などという形

があるんですが、子育てのかかる費用に対

する助成にしては、かなり少ないと言われ

ています。 

  そこで、まず一つ目の質問ですが、これ

以外に豊能町としては、経済支援として何

か現在されている、もしくは何かする予定

はございますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  豊能町の財政状況につきましては、先ほ

ど来、申し上げておりますとおり、主な自

主財源であります税収が年々減少傾向が続

いております。現在は基金を取り崩しまし

て、財政運営を行っている状況でございま

す。 

  児童手当、就学援助制度、こども医療費

助成以外に子育て世代に対して支援を行う

ということにつきましては、子育て世代で

あります住民にとっては非常に有意義な事

業であるということは理解しておりますが、

現在の財政状況を鑑みた結果、現時点でそ

れ以外の町独自の経済的支援をするという

のは非常に難しいのではないかと考えてお

ります。 
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○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  おっしゃるとおり、町の財政がかなり厳

しいことは存じておりますけれども、今、

申し上げた経済的支援というのは、近隣ど

この市町村もしていることであり、豊能町

だけが独自にしているものがない以上、ほ

かからこの豊能町に子育て世代を呼び込む

ための施策としては、ちょっと不足してい

るように感じられます。 

  ですので、やはり何かちょっと支援をし

ていくということが、呼び込むための必要

な施策ではないかと私は考えております。 

  それで、ほかと同じことでありますと言

った中でですけれども、こども医療費の助

成制度については、豊能町だけが所得制限

が設けられているので、ほかよりも条件が

悪いという形になっておりますけれども、

これを撤廃する予定というのは、どう考え

られておりますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  本町における乳幼児等医療助成制度、い

わゆるこども医療助成制度は、平成２７年

に制度が改めました際、議会の皆様にも主

従御議論いただき、出生から高校３年生、

１８歳までのお子様を対象に所得制限を設

けて助成を行っているところでございます。 

  当時は、１８歳までの助成は他に先駆け

て行うものでございましたが、現在では府

内で１８歳まで助成を行っているのは、２

３団体ございます。おっしゃるとおり、所

得制限を設けられておりますのは、今では

大阪市と本町のみとなっておるところでご

ざいます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  私の調べたところによりますと、１８歳

まで所得制限なしで助成されているのは２

５市町、あと、ほかのところで中学卒業ま

でというところが残りの１８市町村という

ふうになっております。さらに、大阪市に

関しても、１２歳未満までの所得制限はあ

りません。ということは、小学生までの間

は所得制限なしでこども医療費助成制度を

受けられている。 

  豊能町に関しては、その制限すらないの

で、完全なる所得制限があるという形にな

っておりますので、ほかと比べてもかなり

条件がよくないというか、悪いというか、

と思うんですけれども。 

  先ほども申し上げたとおり、近隣の市町

村ではもう、例えば中学生等の助成に関し

ては、南大阪、東大阪、南のほう東のほう

ですけれども、近隣は全て１８歳ですね。

だから箕面市、池田市、能勢町も豊中市も

そうですけど、全部１８歳までで同じ条件

にもかかわらず、豊能町だけが所得制限か

かっているということですので、その点に

関して、では豊能町はどうするのかという

ことについて、お伺いします。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  １８歳までの医療費助成を行っている大

阪府内の団体につきまして、私の調べたち

ょっと数字、２５市ということですかね。

他のところは１５歳までということで、そ

の意味での、大阪府内での優位性というか、

１８歳までの助成を行っているという意味

では、充実してるかと考えるところです。 

  ほかの団体におきましても、１５歳まで

にされているところ、恐らく１８歳にした
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いとは思っているとは思うんですけれども、

やはりそれぞれ財政的な事情あって踏み切

れてないのかなというふうに想像するとこ

ろでございます。 

  ほかに大阪府以外の近隣の状況ですけれ

ども、川西市につきましては所得制限がご

ざいまして、中学校卒業までとなっており

ます。猪名川町につきましては、所得制限

がございませんが、中学校の卒業までで、

今度は亀岡市につきましても、所得制限な

しなんですが、中学校卒業までとなってい

るような状況でございます。 

  また、こういった子どもの医療費の助成

に関しましては、国においても検討がなさ

れておりまして、少子化対策を推進する中

で、地方自治体の取組を支援する観点から、

これまで行われておりました国保の調整交

付金の減額がなされておったんですけども、

いわゆるペナルティーと呼ばれている分で

すが、これについては見直しがなされてお

りまして、その際、国の議論の中で、医療

費無償化による受診拡大等が医療保険制度

全体の規律や医療提供体制に与える影響、

保護者の負担能力に応じた負担とする視点

や過度な給付拡大競争の抑制、小児科のか

かりつけ医の普及、保護者等への啓発普及、

他の子育て支援策の充実など、合わせて取

るべき事項、必要となる公費財源や財源の

有効活用など財政再建計画との整合性等の

観点を踏まえつつ、検討を行うべきとされ

たところでございます。 

  これとはまた別に、全国の知事会、全国

の市長会、町村長会からも国の責任におい

て子どもの医療に係る全国一律の制度を構

築すべきと、繰り返し国へ要望していると

ころでございまして、本町といたしまして

も、こういった財政状況に鑑み、むしろ国

において一律の制度化をしていただくこと

が期待したいところでございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  今、申し上げた分に関して、いきなり１

８歳まででなくても、例えば１２歳までで

もそういったやはり所得制限を少しずつで

も解除できるような状況をつくっていただ

ければと思いますので、今後そういうこと

も考えていただければと思います。 

  さらに、今現在、大阪市や吹田市などコ

ロナ禍の経済対策として、子育て支援のた

めの施策として、給食費の無償化をされて

いるところもあります。高槻市などでは、

一律に無償化は難しいということで、全額

ではなく、一部無償化等もされております

けれども、豊能町でもそういったコロナ禍、

コロナ禍でなくずっとしていただければ助

かるんですが、コロナ禍中だけどもそうい

う支援として給食費の無償化、もしくは一

部の無償化でも構わないんですが、そうい

うことは検討されていないんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  給食費の無償化の件ですけども、文部科

学省が実施しました平成２９年度の学校給

食費の無償化等の実施状況調査では、大阪

府内の自治体で、給食費の無償化を実施し

ている自治体はありませんでした。一部無

償化や一部補助をしているのは、任意自治

体でという状況でしたが、今、議員おっし

ゃいましたように、国のほうは令和２年３

月にまとめた新型コロナウイルス感染症に

関する緊急対策の第２弾で、給食に対する

措置を設けました。それで、期間を限定し

てとか、緊急的に学校給食費を無償にする
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自治体が出てきまして、大阪府では多いと

きで１９市町村が給食費の全額、一部無償

を実施したというふうに伺っております。 

  現在まで継続されているのは、議員確認

されておりますけども、非常に少ないと認

識しておりまして、町村につきましては、

現在１町のみ継続しておると。ただ、この

町につきましては、コロナ前の平成３１年

から無償化しておりまして、実際コロナで

無償化したけど、町村においては、続けて

いるところはないというのが、町村では実

態でございます。 

  また、金額の問題ですけども、令和３年

度現在の小中学校の児童生徒数の推計で算

出した給食費の保護者負担総額は約、小中

で合わせまして、4,３００万円でございま

す。無償化については、この本町の厳しい

財政状況を鑑みて、財源の措置など慎重に

検討する必要があるというふうに考えてお

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  全てお金がかかることに関しては、財政

状況というお話になってくるとは思います

けれども、先ほども私が申し上げたとおり、

やはりこの豊能町に子育てであったり、に

限らずですけれども、人口が流入してくる

ための施策の一つとして、何かをしていか

ないと駄目ということでありますので、給

食費、私はただ給食費と申し上げましたけ

れども、その他につきましても、何かもう

そういう施策を今後ともしていっていただ

ければと思います。 

  次の質問に行きます。 

  次は、ＧＩＧＡスクール構想についてで

すけれども、国の2018年度、教育のＩＣＴ

化に向けた環境整備５か年計画というのが

ありまして、そちらのほうで学習用の端末

を、最初は３クラスに１クラス分程度の整

備というところから始まって、最終１人１

台を目標として掲げられて開始されました

が、コロナ禍の影響で、全て前倒しされて

おります。 

  豊能町におきましても、１人１端末、タ

ブレットを、今もう先ほども説明ありまし

たが、配付されており、今自宅に持って帰

る実験段階にも進んでおるということなん

ですけれども、その他の整備について、ネ

ットワークなどその他環境の整備について

は、今どういう状況になっておりますでし

ょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  文部科学省のほうでは、新学習指導要領

の実施を見据え、平成２９年１２月に2018

年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備

方針を取りまとめ、当該整備方針を踏まえ

て、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か

年計画を議員おっしゃったように策定して

おります。しかし、新型コロナウイルス感

染症の影響で前倒しで財政措置を講じ、小

中学校にタブレット端末等の整備を促進し

ました。 

  現在の状況ですけども、小中学校、児童

生徒に１人１台の端末の整備、約９００台

の整備は完了しております。また、文部科

学省が目標としている整備水準としまして、

超高速インターネット及び無線、これにつ

いても小中学校全て１００％整備済みでご

ざいます。 

  学習用コンピューター、指導用コンピュ

ーターなんですけども、講師１人１台のパ

ソコンは整備しております。そして、パソ

コンの情報教室には、パソコンはまた別に



 

 2－59 

整備しておるところでございます。 

  また、大型提示装置や実物投影機、これ

も水準に入っておるんですけども、これは

普通教室、特別教室に整備が決められてお

るんですけども、現在、整備しておるのは、

小学校に各４台と東能勢中学校６台、吉川

中学校８台に整備しておるところでござい

ます。 

  あと、ＩＣＴ支援員も全小中学校、６校

で２名整備しております。 

  まだ今後の整備も必要になってくるかと

思うんですけども、先ほど別の議員のとき

にも申し上げましたが、先々週ですか、令

和３年１１月２６日付で文科省より、令和

３年度補正予算案として、学校のＩＣＴを

活用した事業環境高度化推進事業として、

端末やオンライン教育整備機器の整備につ

いて、補助金等の検討案が来ております。

各学校にも周知しまして、必要なＩＣＴ機

器関連について要件上がってきましたら、

補正予算をお願いしたいと考えております

ので、よろしくお願いしたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  ということは、基本的には水準どおりの

導入ができているというようなことですの

で、今後、導入に当たりまして、必要なも

のがあれば随時追加で導入していただけれ

ばと思います。 

  次にですけれども、今もう、１人に１タ

ブレット導入されているということですの

で、今後、デジタル教科書等のデジタルコ

ンテンツについて、利用の予定というのは

どういうふうになっておるんでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  デジタルコンテンツの活用ということで

すけども、今年度、文部科学省のデジタル

教科書の実証授業で２小学校、光風台小学

校では算数、東能勢小学校では理科、一中

学校、東能勢中学校では英語でタブレット

端末を活用しながら、授業で活用している

ところでございます。実証授業であること

から、無償で提供されております。 

  また、各小中学校で必要に応じてドリル

等を購入して活用しているところですが、

先日、タブレット端末で活用する学習教材

のデモを開催し、各小中学校から教職員が、

各企業といいますか、教材を見せてくれま

したので、見学しておったところでござい

ます。 

  なお、デジタルコンテンツに関する国等

の補助事業は実際ありませんので、今後は

各小中学校の情報教育担当の教職員と協議

しながら、全町一斉導入するのか、各小中

学校ごとに購入するのかも含めて、導入を

検討していきたいというふうに考えておる

ところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  デジタルコンテンツは、今ドリル的なも

のも少し授業で使われているようですので、

今後さらに活用していっていただければと

思います。 

  先ほど、高尾議員からの質問にあったと

おり、視力の低下であったり、あと故障の

際の、そのときのテキストがその子だけな

いとかいうことがないような形の対応だけ

はお願いしたいと思います。 

  次に、実際そのタブレットを持ち帰りし

ていく状況になっていますけれども、家庭

学習などにも利用していくことが、この先、

予定されていると思いますが、現在、御自
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宅のほうにですが、Ｗｉ－Ｆｉ等の環境が

整っていない家庭に対して、その環境整備

等はどういうふうにお考えになっているで

しょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  昨日から小中学校において、家庭にタブ

レットを持って帰って通信できるかという

のを実験しております。 

  Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っていない家庭につ

いては、事務局で補助を受けて購入したＷ

ｉ－Ｆｉルーターを希望する御家庭に一定

期間お貸ししております。ただし、Ｗｉ－

Ｆｉルーターにセットするシムカードの購

入、通信設定、通信費の負担などは各家庭

で通信事業者と契約して対応をお願いした

いということを考えております。しかし、

準要保護世帯については、タブレットの自

宅学習が定着するような状況になれば、通

信相当分を給付対象となるよう検討してい

きたいと考えております。 

  現在の貸出しについては、こちらでシム

をつけたものを貸し出して、家のほうで実

験といいますか、通信環境を確認してもう

とるというところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  貸出しということですけれども、御家庭

に、例えばＷｉ－Ｆｉ環境が整っている家

庭でも、これを貸してほしいという場合は、

お借りできるのでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  原則、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っていない世

帯を対象に考えております。整っている家

庭につきましては、御家庭にありますＷｉ

－Ｆｉ環境によってタブレットをつないで

いただきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  ということは、基本的には御家庭にある

ところは御家庭につないでいただいて、な

い方だけを貸し出すということで今後も考

えておられるということですね。 

  それで、実際ＩＣＴの環境が整ってくれ

ば、先ほどちょっと答弁の中でもございま

したけれども、遠隔授業とか等活用して、

会議システム等を使って遠隔合同授業等も

利用していただけたらと私は考えているん

ですけれども、特に東地区の場合、これか

らまだまだ子どもが減るという中で、少人

数での固着化であったりということを親御

さんが心配されておりまして、大人数の中

で授業をするということは、一定の価値が

あるものだと思いますので、そういった会

議システムの環境を、私が考えているのは、

大きいスクリーンを教室の横に置いて、も

う隣に遠隔先の子どもたちが完全に同じサ

イズで映るようなイメージをしてまして、

そうなってくると、授業のたびにそれを設

置したり、のけたりというわけにはいかな

いと思いますので、例えば視聴覚室的な感

じのそういった専用の教室等も、今後設備

の中に必要かなと考えているんですけども、

その辺はどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  タブレットを活用した会議といいますか、



 

 2－61 

授業のシステムなんですけども、授業につ

いては授業の進捗状況が異なるということ

もあると思いますが、交流については、い

ろいろ使用できるというふうに考えており

まして、タブレット端末に導入しています

スカイクラウドシステム及びズームのウェ

ブ会議システムを活用することで、東西の

小中学校の授業は可能と考えております。 

  また、ズームのアカウント、無料版を使

用することによって、４０分ほどは双方向

で会話できますので、それも使用は可能で

あるというふうに考えております。 

  ちょっとそのようなことをする初めの取

組としまして、来年の１月の中頃に、小中

学校児童会生徒会交流会というのをやるつ

もりにしております。ウェブ会議システム

を利用したオンライン開催でして、両中学

校生徒会の取組、交流なんかをやりまして、

大阪府生徒会サミットの報告とかをウェブ

でやるというふうに考えております。中学

校の生徒会、小学校の児童会、教育委員会

も入りましてやると、そういう取組をまず

そこからやっていこうというふうには考え

ておるところでございます。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  ズーム等を使ってとおっしゃいましたが、

ズームの無料の場合、サーバーが中国にあ

るということで、今日、少しあまり使わな

いほうがいいという通信関係の知り合いの

方からお伺いしておりまして、有料版はア

メリカにサーバーがあるということですの

で、そこの部分は少し考えていただいたほ

うがいい、中国が悪いというわけではあり

ませんけども、というのは少し考えていた

だければと思います。 

  今後やはりそういうデジタル化に向かっ

て進んでいくであろう時代になってきてい

ますので、そういった設備環境等、今後と

も整えて進めていただければと思います。 

  続きまして、新型コロナウイルスに関し

ての質問をさせていただきます。 

  現在、国の接種率が１回目78.９％、２回

目が77.１％となっております。豊能町での

接種状況はどういうふうになっております

でしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  豊能町での接種率におきましては、先月

末現在で６５歳以上の方につきまして、１

回目接種が93.１％、２回目接種は９３％、

６５歳未満の方につきましては、１回目接

種が85.８％、２回目接種84.３％で、全体

では１回目接種が89.５％、２回目接種88.

７％で、約１万6,０００名の皆様が２回目

の接種を終わられているところでございま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  国に比べても、接種率がかなり高いと思

いますけれども、これあくまで任意の接種

なので１００％がいいというわけではない

と思いますが、実際この状況下の中で、１

回目、２回目の接種をまだ受けておられな

い方もおられるわけですけれども、その方

に関しては、もう任意ですので、受けられ

ないという判断なのか、それともまだ再度

案内をする等の予定等はございますでしょ

うか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  まだ接種を受けておられない方につきま
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して、今のところ積極的に御案内というの

は考えておらないんですけれども、まだ接

種は可能ですので、そういった広報等でお

知らせする折には、まだ受けてない方も接

種できますという旨の案内はしていきたい

というふうに思っているところです。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  続きまして、全国で実際このコロナワク

チンの接種により、1,３００名以上の死者

数が出ており、また重篤な副反応等も報告

されておりますけれども、豊能町の状況は

どうなっておりますでしょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  ワクチン接種による死亡や障害事例、町

内における事例についてお尋ねですが、現

在のところ、ワクチン接種による因果関係

のある死亡や障害事例については報告され

ておりません。 

  以上です。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  そういった事例がないことはもちろんい

いことなんですけれども、では、そうでは

なくて、例えば接種時のトラブルですね。

例えば１回目にもかかわらず、何かもう一

度入場された方に、もう一回いきなりその

日に２回打ってしまったとか、そういった

ようなトラブル等はどうなっておりますで

しょうか。 

○議長（管野英美子君） 

  答弁を求めます。 

  桑原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（桑原康男君） 

  町内の接種において、そういった過誤事

例というのは生じておりません。 

○議長（管野英美子君） 

  池田忠史議員。 

○１番（池田忠史君） 

  豊能町においては、そういった事例が全

てないということで、すごいよかったと思

いますけれども、今後まだ３回目、先ほど

も説明ありましたが、３回目の接種があり

ますので、３回目の場合、今の現状では８

か月以上の間隔を空けてということになっ

ていると思いますので、その辺、接種時に

確認を怠らないようにしていただいて、そ

ういうトラブル等がないように努めていた

だければと思います。 

  私のほうからは、質問は以上で終わらせ

ていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  以上で、池田忠史議員の一般質問を終わ

ります。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回は１２月８日、午前９時３０分より

会議を開きます。どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後３時３６分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 



 

 2－64 

  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ５番 

 

        同    ７番 

 

 

 

 


